
（平成２３年４月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 117 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 110 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 34 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 29 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金  事案 5582 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年 10月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女（死亡）   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 37年３月まで 

 私の母は、国民年金制度発足時に自発的に任意加入するほど、国民年金に

対する意識は高く、国民年金保険料の納付についても母自身が行っていた。 

母は、国民年金の加入期間の国民年金保険料を、すべて納付していると記

憶していたが、ねんきん特別便を見ると申立期間の保険料が未納であること

が判明した。 

申立期間は、Ａ市Ｂ出張所で国民年金保険料を納付しているはずなので、

記録をよく調べてほしい。 

（注）申立ては、申立人の長女が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月に国民年金に任意加入し

た後、60 歳に至るまでの期間、申立期間を除き国民年金保険料を全て納付し

ていることがオンライン記録により確認できることから、申立人の保険料に対

する納付意識は極めて高いことが認められる。 

   また、申立期間は、６か月と短期間である上、申立期間の前後は国民年金保

険料を納付していることがオンライン記録により確認できる上、申立期間当時

の生活状況に大きな変化がなかったことを踏まえると、申立人が、申立期間の

保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金  事案 5583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

私は、夫との結婚が決まった昭和 48 年４月にＡ市からＢ市に転居した。

時期は分からないが実母が私の国民年金の加入手続をしてくれたと思う。昭

和 49年 10月頃にＣ市に転居してから義父及び義母と 60年頃まで同居し、

義父及び義母の国民年金保険料を義母から預かり、夫婦二人の保険料と合わ

せて、家族４人分の保険料を夫の給料が支給される毎月 10 日過ぎに自宅に

来る集金人に私が支払っていた。 

まとめて国民年金保険料を支払ったことは一度も無いが、家族４人分の保

険料を集金人に支払ったことに間違いないので、未納とされている３か月間

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 49年 10月頃から昭和 60年頃まで、家族４人分の国民年金

保険料を集金人に納付していたと申し立てているところ、Ｃ市は申立期間の保

険料の収納方法について、集金人による戸別集金であったとしており、申立内

容と符合する上、同市の国民年金被保険者名簿の検認記録を見ると、申立人の

義父及び義母は申立期間の保険料を納付していたことが確認できる。 

また、申立期間は３か月間と短期間であり、上述の被保険者名簿及び申立人

に係る特殊台帳において、申立人は、申立期間前後の期間の国民年金保険料を

現年度納付していることが確認できる上、申立期間当時の生活状況に変化はな

いとしていることから、申立期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

  その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金  事案 5584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

結婚後の昭和 49年 10月頃にＡ市に転居し、父母と同居を始めてから妻が

家族４人分の国民年金保険料を自宅に来る集金人に支払ってくれていた。 

時期は定かではないが、定期的に自宅に集金人が来ていたことは間違いな

いと思う。自宅を留守にすることがない専業主婦の妻が、毎回欠かさず保険

料を集金人に納付してきたのに、申立期間が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、その妻が昭和 49年 10月頃から 60年頃まで、家族４人分の国民

年金保険料を自宅に来る集金人に納付していたと申し立てているところ、Ａ市

は申立期間の保険料の収納方法について、集金人による戸別集金を行っていた

としており、申立人の妻の陳述と符合する上、同市の国民年金被保険者名簿の

検認記録を見ると、申立人の父及び母は申立期間の保険料を納付していたこと

が確認できる。 

また、申立期間は３か月間と短期間であり、上述の被保険者名簿及び申立人

に係る特殊台帳において、申立人は、申立期間前後の期間の国民年金保険料を

現年度納付していることが確認できる上、申立期間当時の生活状況に変化はな

いとしていることから、申立期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 5585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51年１月から 52年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年２月から 49年 12月まで 

           ② 昭和 51年１月から 52年３月まで 

           ③ 昭和 61年４月から 62年３月まで 

私は、昭和 50 年１月頃、市の女性集金人に勧められ、国民年金に加入し

た。加入を勧められた際、同集金人から、「今なら６年分を遡って納められ

ます。」と言われたので、領収書の有無及び当時の国民年金保険料額こそ、

よく覚えていないものの、手元にあった現金数万円を納付書に添えて、その

場でまとめて納付した記憶がある。 

加入後、申立期間②の終わりまで、最初に加入を勧めてきた同じ女性集金

人に対し、毎月納付書を使って国民年金保険料を納付していた。 

その後、昭和 52 年４月頃からは、金融機関で口座振替により国民年金保

険料を納付していたが、59 年頃、当時出入りしていた保険会社の女性に勧

められて、保険料の納付をやめ、免除を申請することにした。その際、それ

までの口座振替納付をやめる手続及び免除申請手続を、いずれもその外交員

に任せていたので詳細は分からないが、申立期間③を含め、その時に免除を

受けた期間は、10 年以内なら追納できるということだったので、平成にな

ってから、市役所から送ってきた納付書に従って３回程度に分けて追納した

はずである。 

以上の事情から、私の納付記録に未納期間があるとは思えず、３つの申立

期間がいずれも未納とされていることに納得できない。調査の上、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



申立期間①について、申立人は、昭和 50 年１月頃に国民年金に加入し、そ

の場でまとめて納付したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、53

年２月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿より確認でき

る上、オンライン記録によると、手帳記号番号の前後の番号に存在する任意加

入被保険者の資格取得日が、いずれも同年１月中であることから、申立人は、

この時期に加入手続を行ったものと推認でき、申立内容とは一致しない上、こ

の場合、上記加入手続時期において、申立期間①に係る保険料は、制度上、時

効により納付することはできず、特例納付制度についても実施期間外である。 

次に、申立期間③について、申立人は、免除承認を受けた後、前後期間と併

せ３回程度に分けて追納を行ったとしているが、オンライン記録によると、申

立期間③について免除申請がなされた事跡は確認できない。その一方で、申立

期間③の直前期間に当たる昭和 58 年度から 60 年度までの３か年度について、

免除承認がなされた後、ⅰ）58 年度分は平成５年３月 22 日に、ⅱ）昭和 59

年度分は平成６年３月１日に、ⅲ）昭和 60 年度分は平成６年 12 月 10日に、

それぞれ追納の申出がなされ、３度にわたり追納された事跡が明確に確認でき

ることから、申立人の追納をめぐる記憶は、上記３か年度に対するものと考え

るのが自然である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行うと

ともに、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認

したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらず、申立人が申立期間①及び③の保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間①及び③

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

一方で、申立期間②については、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿

の検認記録から、その直前期間に当たる昭和 50年１月から同年 12月までの国

民年金保険料を、53年１月 27日付けで過年度納付していることが確認できる。

この場合、申立期間②に係る保険料についても、その直前期間に係る保険料と

ともに過年度納付することは可能であり、申立人が、加入手続と近接する時期

に遡及納付を行ったと主張していることに鑑みると、申立人は、前述の加入手

続時又は上記過年度納付時に、当時、Ｂ県下の市町村で運用されていた暦年ご

とに保険料の時効を起算する方式に従い、その時点で遡及納付可能な全ての過

年度期間（申立期間②を含む、昭和 50年１月から 52年３月まで）に係る保険

料について、遡及納付を行った可能性を否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 51年１月から 52年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 5586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年３月まで 

    私の国民年金への加入手続については、母がＡ市役所の窓口で行った。そ

の際、窓口の女性職員から「（今年から）学生も強制加入になる。」と言われ

たことから、母は、加入手続をした時期について、平成３年４月頃だと思う

としている。 

また、母によると、申立期間の国民年金保険料については、加入手続後に

郵送されてきた納付書を使って、金融機関又は郵便局のいずれかでまとめて

納付したということである。 

    ところが、今般、納付記録を確認したところ、免除申請などした覚えはな

いにもかかわらず、申立期間が免除期間とされており、不審に思っている。

母は、納付書を受け取れば、必ず納付しているはずであるので、調査の上、

納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のオンライン記録によると、申立人は、12 か月と比較的短期間であ

る申立期間を除いて、国民年金の加入期間は全て国民年金保険料を納付してい

る上、申立人に係る国民年金の加入手続及び加入当初の保険料の納付を行って

いたとする申立人の母親は、昭和 52 年１月に任意加入被保険者として加入以

降、母親が 60 歳に到達するまでの間について、未納期間は無く、申立人及び

その母親の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者台帳の受付日記入欄には、

「3.9.9」というゴム印が確認でき、申立人の母親が、加入手続時に「（今年か

ら）学生も強制加入になる。」という案内を受けたとしていることを踏まえる

と、申立人については、学生に対し国民年金の強制適用が開始された平成３年



４月以降、同年９月９日までの間に、国民年金の加入手続がなされたものと推

認できる。この場合、申立期間に係る保険料を平成３年度中に現年度納付する

ことは可能であるとともに、オンライン記録上、申立期間を免除期間とする処

理が、平成４年２月末に社会保険事務所（当時）でなされていることに鑑みる

と、申立期間は、少なくとも前述の加入手続以降、当該処理時点までの間、Ａ

市と社会保険事務所の双方において、通常の強制加入期間として認識されてい

たと考えられる。 

さらに、Ａ市は、当時、単に加入手続を行った被保険者に対して現年度納付

書を交付することはもちろん、免除申請者に対しても交付していたとしている

ことから、申立人に対し、申立期間に係る国民年金保険料の現年度納付書が交

付されていた可能性は高く、前述の納付意識の高さに鑑みると、申立人の母親

が、現年度納付書の交付に応じて保険料を納付したと考えるのが自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 5587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 63年７月及び同年 10月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 30年生 

住 所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月から 61年９月まで 

   ② 昭和 63年７月 

   ③ 昭和 63年 10月 

        Ａ県に住んでいる母がＢ県に来ていた時、私との会話の中で、私が母に｢保

険料を支払っている。｣と言ったことがあり、そのことを母も覚えているの

で、多分、昭和 57 年４月から国民年金保険料を納付しているのではないか

という感じがしている。申立期間①に納付記録が無いかよく調べてほしい。 

    また、国民年金保険料を納付するようになってからは、結婚するまで毎月

遅滞なく保険料を納付してきたのに、私が申立期間②及び③の２か月間のみ

を未納にすることは考えられない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期及びその前

後の任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 61年 12月頃に申立人に係る国

民年金の加入手続が行われたものと推定され、この当時において、申立期間①

のうち、大半の期間は、制度上、時効により国民年金保険料を納付することが

できない期間であるとともに、時効完成前の納付が可能な期間については、加

入手続前の期間であり、保険料を遡って納付することとなるが、申立人は、保

険料を遅滞なく納付してきたので遡って納付した記憶はないと陳述している。 

また、申立人が、申立内容のとおり、申立期間①の国民年金保険料を遅滞な

く納付するためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、

国民年金手帳記号番号払出簿の内容を検索ツールで確認するとともに、オンラ

イン記録により旧姓を含めた各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の



手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないほ

か、申立人は、加入手続の時期及び状況について記憶が曖昧である上、年金手

帳は、現在所持する１冊のみであると陳述している。 

さらに、申立期間①は４年間以上に及び、これほどの長期間にわたり、申立

人の納付記録が連続して欠落することは考え難い上、申立人が申立期間①の国

民年金保険料について納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書

控え等)は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

一方、申立期間②及び③について、申立人は、国民年金保険料を納付するよ

うになってからは、結婚するまで毎月遅滞なく保険料を納付してきたと申し立

てているところ、申立期間①直後の昭和 61年 10月以降、現在まで未納とされ

ている期間は申立期間②及び③のみであり、結婚後の第３号被保険者との切替

手続及びその後の免除及び半額免除などの手続を適切に行っていることから、

納付開始後における申立人の年金制度に対する関心の高さがうかがえる。 

また、申立期間②及び③はそれぞれ１か月間と短期間である上、前後の期間

は国民年金保険料を全て現年度納付していることなどを踏まえると、申立人が

申立期間②及び③の保険料を納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和63年７月及び同年10月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 5588 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56年４月から同年 11月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 56年 11月まで 

私は、昭和 55 年３月に大学を卒業し、同年４月から家業の事業所で勤務

するようになったので、事業主である母が私の国民年金の加入手続を行い、

それ以来、私の国民年金保険料については、母が自身の保険料と一緒に金融

機関で納付してくれていた。 

申立期間は、母が国民年金保険料を納付済みであるのに、私が未納とされ

ていることは納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金の加入時期等を調査すると、昭和 57 年１月に申立人

の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが国民年金手帳記号番号払

出簿により確認できることから、この頃に加入手続が行われたものと推定され、

申立人が大学を卒業した翌月の 55 年４月１日まで遡って国民年金の強制加入

被保険者の資格を取得していることが申立人の特殊台帳及びオンライン記録

により確認できる上、その記録は、申立人の所持する年金手帳に記載された資

格取得日と一致している。この場合、加入手続が行われた当時において、申立

期間のうち、56 年４月以降の国民年金保険料は、現年度保険料であることか

ら、通常、加入当時に区役所において当該期間を含めた現年度保険料の納付書

が発行されると考えるのが自然である。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 56年 12月以降、現在まで国民年金保

険料を現年度により完納している上、申立人の保険料を一緒に納付してくれて

いたとする申立人の母親は、37 年７月に国民年金手帳記号番号が払い出され

ており、その時点で現年度納付が可能な同年４月以降、60 歳期間満了直前ま



での国民年金被保険者期間において、保険料を全て納付しており、申立期間は

保険料を現年度により納付済みであることなどを踏まえると、申立期間のうち、

８か月間と短期間である同年４月以降の保険料について、申立人の母親が一緒

に現年度納付していたものと考えても不自然ではない。 

一方、申立期間のうち、昭和 56 年３月以前の国民年金保険料については、

申立人の加入手続が行われたとみられる 57 年１月当時において、別途社会保

険事務所(当時)の納付書で遡って納付することとなる過年度保険料であるこ

とから、申立人の母親が自身の保険料と一緒に現年度納付することができない

ものと考えられる上、母親からも、申立人に係る過去の未納保険料を遡って納

付したことをうかがわせる陳述は得られなかった。 

また、申立人の母親が、申立期間のうち、昭和 56 年３月以前の国民年金保

険料を母親の保険料と一緒に現年度納付するためには、別の国民年金手帳記号

番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払出

簿の内容を全て視認するとともに、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらないほか、申立人の母親は、申立人の年金手帳は、現在所

持する年金手帳以外には無いと陳述している。 

さらに、申立人の母親が申立期間のうち、昭和 56 年３月以前の国民年金保

険料について納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）

は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 56年４月から同年 11月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 

 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 10632 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、16 万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

たか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 12月１日から 13年 10月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の標準報酬月額が実際に受け取っていた給与額より低く記録され

ていることが分かった。同社では約 100 万円の給与を受け取っていたので、

申立期間の標準報酬月額を、実際の給与額に見合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 したがって、申立期間のうち、平成 13 年１月及び同年４月の申立人の標準

報酬月額については、申立人提出の給与明細書の保険料控除額から、16 万円

とすることが妥当である。 

 また、申立期間のうち、平成 12 年 12 月、13 年２月、同年３月及び同年５

月から同年９月までの期間の申立人の標準報酬月額については、当該期間の給

与明細書は無いが、申立人提出の同年分源泉徴収票から推認できる厚生年金保

険料額から、16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



主から回答が得られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 10633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成３年９月は 11万円、８年９月、９年８月及び同年９月は 14万 2,000円に

訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

 氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年８月１日から 18年３月１日まで 

② 平成 15年７月 25日 

         ③ 平成 15年 12月 18日 

         ④ 平成 16年７月９日 

         ⑤ 平成 16年 12月 15日 

         ⑥ 平成 17年７月１日 

         ⑦ 平成 17年 12月 15日 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額が、実際に受け取っていた額より低

く記録されていることが分かった。 

給与明細書等を提出するので、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額（標準賞与額）の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額（標準賞与額）を改定

又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額（賞与額）

のそれぞれに基づく標準報酬月額（標準賞与額）の範囲内であることから、



これらの標準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与明細書で

確認できる保険料控除額から、申立期間①のうち、平成３年９月は 11 万円、

８年９月、９年８月及び同年９月は 14 万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所（当時）の記録どおりの保険料を納付したとしている

ことから、事業主は社会保険事務所の記録どおりの届出を行い、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る保険料控除額に見合う標準報酬月額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成２年２月、同年８月、同年 12 月から３年８

月までの期間、同年 10 月から８年８月までの期間、同年 10 月から９年１月

までの期間、同年３月から同年７月までの期間、同年 10 月、同年 11 月、15

年 10月から 17年６月までの期間及び同年８月から 18年１月までの期間につ

いては、申立人提出の給与明細書で確認できる保険料控除額に基づく標準報

酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致するか又は同記録より低額

である。したがって、特例法の趣旨から、当該期間の標準報酬月額の訂正を

認めることはできない。 

また、申立期間①のうち、平成 10 年１月から同年 12 月までの期間、11 年

１月から同年 12 月までの期間及び 15 年１月から同年９月までの期間につい

ては、申立人提出の 10年分給与所得の源泉徴収票、11年分所得税確定申告書

及びＢ市発行の申立人に係る平成 16年度市・県民税納税通知書の社会保険料

控除額が、オンライン記録における平成 10年１月から同年 12月までの期間、

11 年１月から同年 12 月までの期間及び 15 年１月から同年９月までの期間の

申立人に係る標準報酬月額及び標準賞与額に基づき算定した社会保険料額よ

り少ないことから、申立人は、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険

料額より高額な保険料を控除されていたとは考え難い。 

さらに、申立期間①のうち、平成元年８月から２年１月までの期間、同年３

月から同年７月までの期間、同年９月から同年 11 月までの期間、９年２月、

同年 12月、12年１月から 14年 12月までの期間、17年７月及び 18年２月に

ついては、給与明細書及び源泉徴収票（平成 12年分給与所得の源泉徴収票に

ついては、申立人からの提出は有るものの、社会保険料等の金額欄が不鮮明

で金額を確認することができない。）等の関連資料が無く、当該期間の保険

料控除額及び報酬月額が確認できない。 

このほか、当該期間について、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②については、前述の平成 16 年度市・県民税納税通知書の社会保

険料控除額が、オンライン記録における平成 15 年１月から同年 12 月までの

申立人に係る標準報酬月額及び標準賞与額に基づき算定した社会保険料額よ

り少ないことから、申立人は、オンライン記録の標準賞与額に基づく保険料

額より高額な保険料を控除されていたとは考え難い。 

申立期間③から⑦までについては、申立人から提出のあった当該期間に係る

賞与明細書を見ると、その保険料控除額に基づく標準賞与額は、オンライン

記録の標準賞与額と一致するか又は同記録より低額である。したがって、前

述の特例法の趣旨から、当該期間の標準賞与額の訂正を認めることはできな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間②から⑦までについて、申立人が主張する標準報賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはでき

ない。



大阪厚生年金 事案 10634 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)における被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 38 年６月１日）及び資格取得

日（昭和 39年４月 14日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、１万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年６月１日から 39年４月 14日まで 

    私は、昭和 34年３月２日にＡ社に入社し、平成 12年６月 30日付けで退

職した。しかし、年金事務所の記録では申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。 

在職期間中に健康上の理由により休職した期間があったが、当該期間中

の厚生年金保険料は現金書留でＡ社に送金していたので、厚生年金保険に

継続して加入していたはずである。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンラインの記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 34 年３月２日に

厚生年金保険の資格を取得し、38 年６月１日に資格を喪失後、39 年４月 14

日に同社において資格を再取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、雇用保険の加入記録、Ｂ社発行の社員経歴書及び複数の同僚の陳述

から、申立人は、申立期間も同社において継続して在籍していたことが認め

られる。 

また、申立人は、「申立期間当時は療養のため休職していたが、休職期間中

の厚生年金保険料と健康保険料は現金書留でＡ社に送金していた。」と詳細か

つ具体的に陳述しているところ、申立人は、申立期間中もＣ健康保険組合に



継続して加入していることが確認できる。 

さらに、申立期間直後にＡ社において事務を担当していた者からは、「当時、

Ａ社に在籍していた従業員は、休職期間中であっても継続して社会保険に加

入させていた。申立人も休職期間を含めて被保険者として取り扱われるべき

であったと考えられる。休職期間中は、傷病手当金の支給手続を同社が代行

し、受給していた休職者からは、厚生年金保険料と健康保険料を送金しても

らっていた。申立人の被保険者記録に空白期間が生じているのは、事務担当

者のミスではないか。」旨の陳述が得られた。 

加えて、オンライン記録によると、一旦退職したと陳述している同僚一人を

除いて、他の同僚は、いずれもＡ社における厚生年金保険の被保険者記録に

空白期間が生じていないことが確認できる。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 6,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料が無く不明であると回答しているが、Ｂ社が保管している

「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」に

おいて、申立人は昭和 39 年４月 14 日に被保険者資格を取得していることが

確認できる上、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が

提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所(当時)がこれを記録する

ことは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪

失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る 38 年６月から 39 年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 10635 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成元年 10 月１日から２年 10 月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の当該期

間に係る標準報酬月額の記録を、36万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成２年 10月１日から３年１月１日までの期間に

係る申立人の標準報酬月額の記録については、32 万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否か

については、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月１日から３年５月 28日まで 

年金事務所の記録では、平成元年 10月１日から３年５月 28日までの標準

報酬月額が 30万円になっているが、36万円以上の給与が支給されていたは

ずであるので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間のうち、平成元年 10月１日から２年 10

月１日までの標準報酬月額は、当初、申立人が主張する 36 万円と記録されて

いたところ、同年８月１日に、元年10月１日に遡って30万円に引き下げられ、

申立人がＡ社において資格を喪失した日まで当該額のままとなっていること

が確認できる。 

また、申立期間当時、Ａ社において勤務していた 21 名の同僚についても、

申立人と同様に、平成２年８月１日に、元年 10 月１日に遡って標準報酬月額

の減額訂正が行われている。 

さらに、Ａ社を管轄していた社会保険事務所から提出された不納欠損整理簿

によると、申立期間当時、同社は社会保険料を滞納していたことが確認できる。 



加えて、申立人は、「私は、申立期間当時、社会保険事務については関与し

ていない。」旨を陳述しているところ、複数の同僚からも、「申立人は、Ａ社に

おいて社会保険関係手続には関与していなかった。」旨の陳述が得られた。 

これらを含めて総合的に判断すると、平成２年８月１日に行われた、元年

10 月１日に遡及しての標準報酬月額の減額訂正処理については、事実に即し

たものとは認められず、有効な記録訂正があったとは認められないことから、

申立期間のうち、同年 10月１日から２年 10月１日までの期間に係る標準報酬

月額については、当初、事業主が社会保険事務所に届け出た記録から、36 万

円とすることが必要である。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成２年 10 月

１日）で 30 万円と記録されているところ、当該処理については遡及訂正処理

との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が

不合理であったとは言えない。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成２年 10月１日から３年５月 28日ま

での期間における標準報酬月額の相違についても申し立てているところ、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

当該期間における申立人の賃金月額は、雇用保険の加入記録から判断すると、

標準報酬月額 47万円に相当する額が支給されていたことが推認される。 

一方、オンライン記録における標準報酬月額が申立人と同額（30 万円）に

遡及訂正されている同僚から提出された「家計簿」を見ると、同人の各月の給

与支給額は 40万 5,530円となっているが、平成２年 10月から同年 12月まで

の期間に係る保険料は、各月ともオンライン記録を上回る 32 万円の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

申立てに係る厚生年金保険料が事業主により申立人の給与から控除されて

いたか否かについては、これを確認できる資料は無いものの、上記同僚におけ

る厚生年金保険料の控除の状況等から判断すると、申立人の平成２年 10 月１

日から３年１月１日までの期間に係る厚生年金保険料については、少なくとも

当該同僚と同額の標準報酬月額 32 万円に基づく保険料を控除されていたもの

と推認される。 

以上のことから、申立人の標準報酬月額については、上記の同僚が提出した

「家計簿」で確認できる保険料控除額から、平成２年 10月から同年 12月まで

を 32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当時の事業主に照会したものの回答が得られず、このほかに確認できる関



連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、当該期間のうち、平成３年１月１日から同年５月 28 日までの期間に

ついては、雇用保険受給資格者証の記録から算出される申立人の賃金月額は、

オンライン記録の標準報酬月額を上回っており、Ａ社の複数の同僚からも、実

際の給与支給額よりオンライン記録の標準報酬月額が低くなっている旨の陳

述が得られた。 

しかしながら、Ａ社の事業主に事情照会をしたものの、回答は得られず、申

立人の当該期間における厚生年金保険料の控除額及び標準報酬月額の届出状

況について確認することができない。 

また、当該期間において、オンライン記録における標準報酬月額が申立人と

同額となっている上記の同僚が提出した「家計簿」を見ると、厚生年金保険料

控除額に基づく標準報酬月額はオンライン記録と一致しており、給与支給額に

基づく保険料は控除されていないことが確認できる。 

このほか、平成３年１月１日から同年５月 28 日までの期間について、申立

人が主張する給与支給額を基に事業主が給与から厚生年金保険料を控除して

いたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、平成３年１月１日から同年５月 28 日までの期間について、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10636 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 18年５月１日から 19年６月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における

18 年５月から 19 年５月までの標準報酬月額に係る記録を 41 万円に訂正する

ことが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 18 年 12月 15日に支給された賞与

において、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、同年 12月 15日の標準賞与

額に係る記録を 15万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）及び標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明ら

かでないと認められる。 

申立期間のうち、平成19年６月１日から21年３月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる18年６月及び19年４月から同年６月までの

期間は標準報酬月額 41 万円、20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 44

万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められ

ることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を、19 年６月か

ら 20年８月までは 41万円、同年９月から 21年２月までは 44万円に訂正する

ことが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月１日、同年 12 月 20日及

び 20年８月 11日において、標準賞与額 20 万円に相当する賞与を事業主によ

り支払われていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を

20万円に訂正することが必要である。 

申立期間のうち、平成 21年３月１日から同年６月１日までの期間について、

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年６月１日で

あると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、当該期間については、標準報酬月額の決定の基礎となる平成 20 年４

月から同年６月までの期間において、標準報酬月額 44 万円に相当する報酬月

額が事業主により申立人に支払われていたと認められることから、当該期間に

係る標準報酬月額を 44万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 



氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年５月１日から 21年３月１日まで 

② 平成 21年３月１日から同年７月１日まで 

               ③ 平成 18年 12月 15日 

                  ④ 平成 19年８月１日 

         ⑤ 平成 19年 12月 20日 

                  ⑥ 平成 20年８月 11日 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

Ａ社で勤務した申立期間①の標準報酬月額が、実際に支給された給与額及

び控除された厚生年金保険料に相当する標準報酬月額より低く記録され

ていることが分かった。 

また、私は、平成 21 年５月 31 日までＡ社で勤務し、その後は有給休暇

を取得して同年６月 30 日に退職したのに、記録では同年３月１日に資格

を喪失しており、申立期間②の加入記録が無い。 

さらに、申立期間③、④、⑤及び⑥の賞与から保険料が控除されている

にもかかわらず、当該期間の標準賞与額に係る記録が無い。 

申立期間の給与支給明細書及び賞与支給明細書を提出するので、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根

拠となる法律の適用については、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が

時効により消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により

消滅していた期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）を、その他の期間

については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示され

たことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間に適用さ

れる法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 18 年５月１日から 19 年６月１日まで

の期間及び 18年 12月 15日については、本件申立日において保険料徴収権が

時効により消滅した期間であるから、厚生年金特例法を、19 年６月１日から

21 年７月１日までの期間、19 年８月１日、同年 12 月 20 日及び 20 年８月 11

日については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していな



い期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間①のうち、平成 18 年５月１日から 19 年６月１日ま

での期間については、申立人から提出された給与支給明細書の厚生年金保険料

控除額から、当該期間の標準報酬月額を 41万円とすることが妥当である。 

また、申立期間③については、賞与支給明細書により、申立人は、平成 18

年 12月 15日に支給された賞与から、標準賞与額 15 万円に基づく厚生年金保

険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主からの回答が無く、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額及び標準賞与額に係る届出を社会保険事務

所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち、平成 19 年６月１日から 21 年３月１日までの期

間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると 15万円と記録さ

れている。しかし、給与支給明細書によると、当該期間の標準報酬月額の決定

の基礎となる18年６月及び19年４月から同年６月までの期間は標準報酬月額

41万円、20年４月から同年６月までは標準報酬月額 44万円に相当する報酬月

額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を、平成 19 年

６月から 20年８月までは 41万円、同年９月から 21年２月までは 44万円に訂

正することが必要である。 

また、申立期間④、⑤及び⑥については、賞与支給明細書により、平成 19

年８月１日、同年 12 月 20 日及び 20 年８月 11 日に、標準賞与額（20 万円）

に相当する賞与が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できるこ

とから、当該期間に係る標準賞与額を 20万円に訂正することが必要である。 

申立期間②のうち、平成 21 年３月１日から同年６月１日までの期間につい

ては、裁判所の債権差押命令及び申立人から提出された報告書から判断して、

申立人は、同年５月 31 日までＡ社で継続して勤務し、当該期間の標準報酬月

額の決定の基礎となる 20 年４月から同年６月までの期間において、標準報酬

月額 44 万円に相当する報酬月額が事業主により支払われていたことが認めら



れる。 

したがって、申立人の資格喪失日は、平成 21年６月１日であると認められ、

当該期間の標準報酬月額を 44万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間②のうち、平成 21 年６月１日から同年７月１日までの期間

については、申立人は、同年６月中は有給休暇を取得し、同年６月 30 日に退

職したことから、当該期間は厚生年金保険の被保険者であったと主張している。 

しかしながら、申立人は、平成 21年６月中は有給休暇を取得し同年６月 30

日をもって退職する旨の退職届を内容証明郵便物としてＡ社の事業主に郵送

したものの、相手が不在のため配達できないとして、郵便局から退職届が戻っ

てきたとしている。 

また、申立人は、当該期間の給与支給明細書等、当該期間にＡ社から給与

を支給されたことを確認できる関連資料を所持していないことから、当該期間

において、申立人が同社と雇用関係にあったことを確認できない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間②のうち、平成 21 年６月１日から同年７月１日までの期間

において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10637 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 28 年４月１日から同年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記

録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 37年４月 30日から同年５月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＣ社（現在は、Ｂ社）Ｅ支店における資格取

得日に係る記録を同年４月 30 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和４年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ①  昭和 28年４月１日から同年５月１日まで 

              ②  昭和 37年４月 30日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間①は、それまで勤務していたＤ社のＦ部門がＡ社として独立した

時期であり、申立期間②は、同社が合併したＣ社の本社から同社Ｅ支店に転

勤した時期に当たるが、どちらの期間についても継続して勤務していたこと

は間違いない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｂ社の人事記録、雇用保険の加入記録及び申立人提



出の給与明細書により、申立人が申立期間もＡ社で勤務し、申立期間の厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

8,000円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

申立人が同社で被保険者資格を取得した日と同じ昭和 28 年５月１日であり、

申立期間は適用事業所ではない。しかし、申立人及び同僚の陳述並びに同社

が適用事業所となった際の被保険者数が 26人であることから、同社は、申立

期間において、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たして

いたものと判断される。 

なお、事業主は、申立期間において適用事業所としての要件を満たしていな

がら、社会保険事務所(当時)に適用の届出を行っていなかったと認められる

ことから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

申立期間②については、Ｂ社の人事記録及び雇用保険の加入記録から判断す

ると、申立人が申立期間もＣ社で継続して勤務し（昭和 37 年４月 30 日にＣ

社本社から同社Ｅ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣ社Ｅ支店における昭

和 37年５月の社会保険事務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの資格取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 10638 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和 44 年３月 31 日）及び資格取得日（昭和 45

年７月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、昭和 44年３月から同

年９月までは２万 6,000 円、同年 10 月から 45 年６月までは３万 3,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 44年３月 31日から 45年７月１日まで 

私は、昭和 43年３月に中学校を卒業すると同時に実父が経営するＡ社に

入社し、同年４月から 47年３月まで昼間は同社で勤務し、夜間は定時制高

校に通学していた。 

しかし、申立期間については、その前後の期間と同様の勤務形態であった

にもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が無い。納得ができないので、調

査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 43年８月 24日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得し、44年３月 31日に資格を喪失後、45年７

月１日に同社において資格を再取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、複数の同僚の陳述から、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務し

ていたことが推定できる。 

また、オンライン記録から、申立人と業務内容及び勤務形態が同じで、一緒

に定時制高校に通学していた同僚には、申立期間において厚生年金保険の加入

記録が確認できる。 

さらに、申立期間当時にＡ社で社会保険事務を担当していた同僚は、「申立



人は、申立期間も厚生年金保険に加入していたと思う。」旨陳述している。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立期間

において被保険者であった者は申立人を含めて 98 人確認できるが、一度資格

を喪失した後に再度資格を取得している者は、申立人以外には見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44

年２月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と同年代の同僚の記録から、

同年３月から同年９月までは２万 6,000円、同年 10月から 45年６月までは３

万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主は死亡

しているため、同社等からこれを確認することはできないが、事業主から申立

人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもかかわら

ず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会

保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44年３月から 45年６月までの保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



大阪厚生年金  事案 10639 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成２年５月 21 日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年６月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年５月 21日から同年６月１日まで 

② 平成３年 11月 18日から同年 12月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社及びＢ社に

勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。 

いずれも退社月の記録が抜けており、給与支払明細書を提出するので、申

立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録及び申立人提出の給与支払明細書

（写し）から判断して、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書（写し）におけ

る厚生年金保険料の控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



申立期間②について、申立人提出の給与支払明細書（写し）から判断すると、

申立人は、Ｂ社を退職した平成３年 11 月に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていることが確認できる。 

しかし、雇用保険の加入記録を見ると、申立人は、平成３年 11月 17日にＢ

社を離職し、同年 11月 18日にＣ社において再加入していることから、申立人

は、申立期間にＢ社に勤務していなかったことが確認できる。 

また、申立人と一緒に転職したとしている上司に係る雇用保険の加入記録を

見ると、申立人と同日の平成３年 11 月 17 日にＢ社を離職し、同年 11 月 18

日にＣ社において再加入していることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、平成４年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっており、申立期間当時の事業主に照会を行ったが回答を得ることがで

きないため、申立人の申立期間における勤務実態について確認することができ

ない。 

加えて、厚生年金保険法第 19 条には、「被保険者期間を計算する場合には、

月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の

前月までをこれに算入する」と規定されており、同法第 14 条において、資格

喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされていることか

ら、申立人の被保険者資格の喪失日は、オンライン記録どおりの平成３年 11

月 18日であり、申立人の主張する同年 11月は、厚生年金保険の被保険者期間

とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間（Ｂ社）において厚生年金保険の被保険者期間であったこと

を認めることはできない。 

一方、雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は申立期間にＣ社に勤務

していたことが確認できる。 

しかし、前述の上司のほか、申立人と同日にＣ社において厚生年金保険被保

険者資格を取得している元従業員は、平成３年 11月 12日に雇用保険に加入し

ていることから、同社では、必ずしも厚生年金保険と雇用保険を同時に加入し

ていなかったことが推認できる。 

また、Ｃ社は、平成６年１月 31 日に適用事業所でなくなっており、申立期

間当時の事業主に照会を行ったが回答を得ることができず、申立人の申立期間

における保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人の上司及び上述の元従業員に照会したが、回答を得ることが

できず、保険料控除の状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

（Ｃ社）により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 10640 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、24 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の趣旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 13年 10月１日から 14年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の標準報酬月額が実際に受け取っていた給与額より低く記録されて

いることが分かった。申立期間について、正しい標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が

提出した給与明細書及び事業所が提出した賃金台帳により確認できる保険料

控除額及び報酬月額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 10641 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年１月６日から 45年 10月 10日まで 

平成 19 年８月頃、社会保険事務所（当時）で特別支給の老齢厚生年金の

裁定請求を行った際、Ａ社における厚生年金保険の加入期間について、脱

退手当金が支給済みとなっていることを知った。脱退手当金を請求した記

憶はなく、受給していないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、Ａ社における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約２年後の昭和47年11月２日に支給決定され

たこととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難

い。 

また、申立人は、昭和 45年 11月＊日に婚姻し、46年７月 21日に氏名も変

更しているところ、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金

保険被保険者台帳記号番号払出簿の氏名は変更処理がされておらず、旧姓のま

まであり、申立人が旧姓のまま脱退手当金を請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 10642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39年 11月 21日から同年 12月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年 12 月

１日に訂正し、同年 11 月の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 11月 21日から 40年１月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ｂ事業所が組織

変更した際の申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

    Ｂ事業所には昭和 36年 10月１日から 54年９月 29日まで勤務していた。

申立期間もＡ社から給与を支払われており、厚生年金保険料を控除されてい

たので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の当時の役員及び同僚の陳述から、申立人が、申立期間において同社に

勤務していたことが推認できる。 

また、同僚のうち３人は、「申立人は、昭和 39 年 12 月末頃まで勤務し、当

該期間の業務内容に変化はなかった。」と陳述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、同社が昭

和 39年 11月 29日に適用事業所ではなくなったとする届及び申立人が同年 11

月 21 日に被保険者資格を喪失したとする届を、管轄社会保険事務所（当時）

が同年 12 月３日に受付処理していることが確認できるところ、申立人及び上

記の役員は、「給与は毎月 25日が支給日であり、当月控除による保険料控除が

されていた。」と陳述しており、後日、同年 11月の保険料を申立人に返還した

事実も確認できないことなどから判断すると、申立人は、申立期間のうち、同



年 11 月 21 日から同年 12 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年10月の社会保険事務所の記録から、３万6,000円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は昭和 39 年 11 月 29 日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間は適用事業所ではない。しか

し、同僚の陳述から、当該期間において５人以上が勤務していたことが認めら

れることから、同社は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満

たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は昭和 39年 11 月 29 日に適用事業所ではなくなったとする届を行

っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

次に、申立期間のうち、昭和 39 年 12 月１日から 40 年１月１日までの期間

については、Ｂ事業所が個人事業所への移行時期であり、Ａ社は適用事業所で

はなくなっている上、移行した個人事業所も適用事業所となる前の期間に当た

るが、申立人は、「昭和 39 年 12 月はＡ社において一人で残務処理をしていた

が、給与については、同社及び個人事業所の双方から支給を受けていた。自身

は経理担当だったが、保険料控除については覚えていない。」と陳述している。 

また、後継事業所とされるＣ社は既に適用事業所ではなくなっている上、Ａ

社当時の役員に事情照会したものの、当該期間に係る申立人の保険料控除につ

いての具体的な陳述は得られなかった。 

さらに、Ａ社及びＢ事業所（昭和 40 年７月にＣ社に名称変更）に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿において、双方の事業所に被保険者記録の有る

14 人を抽出調査したところ、回答の得られた３人は、「申立人は、昭和 39 年

12月末頃までＡ社で残務整理のため勤務していた。」としているものの、当該

期間に係る保険料控除についての具体的な陳述は得られなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の当該期間に係る被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が当該期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10643 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平成７年 12 月

は 22万円、８年１月は 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月１日から８年８月１日まで 

    年金事務所の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間のうち、平成

７年 12月１日から８年８月１日までの期間に係る標準報酬月額が、給与支

給明細書において確認できる給与額と比較して低額となっているので、申

立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与支給明細

書において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、申立期間のうち、平

成７年 12月は 22万円、８年１月は 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、事業主提出の申立人に係る「被保険者カード」

の「標準報酬月額の変更欄」に記載されている平成７年 12月及び８年１月の

標準報酬月額は、社会保険事務所（当時）の記録と一致していることから、



社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保

険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成８年２月から同年４月までの期間、同年６月及

び同年７月について、申立人提出の給与支給明細書において確認できる保険

料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額で

あることから、当該期間は特例法による保険給付の対象には当たらないため、

あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、平成８年５月について、申立人提出の給与支給明細

書において確認できる報酬月額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の

標準報酬月額を上回るものの、保険料控除額を確認できる関連資料は無い上、

前後の期間の給与支給明細書において確認できる保険料控除額から当該期間

の報酬月額を推認しても、オンライン記録の標準報酬月額と同額である。 

このほか、申立ての事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。



大阪厚生年金 事案 10644 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の標準報酬月額に係る記録については、申立期間のうち、平成９年１

月から 11年 11月までは 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年８月１日から６年３月１日まで 

             ② 平成６年３月１日から 12年１月 21日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間（申立期間①）及び

Ｂ社に勤務していた期間（申立期間②）の標準報酬月額が、実際の報酬月額

より低く記録されているので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の「市民税 県

民税 特別徴収額変更等通知書」により推認できる報酬月額及び保険料控除額

並びに給与明細書において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、申立期

間②のうち、平成９年１月から 11 年 11 月までは 26 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、平成 12年１月 31日に適用事業所ではなくなっており、元事業主に照会し



たものの、回答が得られないため確認できないが、申立人提出の「市民税 県

民税 特別徴収額変更等通知書」及び給与明細書において推認又は確認できる

保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準報酬月額

が長期にわたり一致していないことから、事業主は、保険料控除額に見合う報

酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

一方、申立期間①及び②のうち、平成６年３月から８年 12 月までの期間に

ついて、報酬月額及び保険料控除額を確認できる給与明細書等の関連資料は見

当たらない。 

また、申立期間②のうち、平成 11年 12月について、Ｃ組織が保管する未払

賃金の立替払事業に係る申立人の請求書及び確認通知書から、申立人は、当該

期間の未払賃金の立替払いを受けていることが確認でき、当該期間の保険料を

事業主により給与から控除されていたとは考え難い。 

このほか、申立期間①及び②のうち、平成６年３月から８年 12 月までの期

間及び 11年 12月について、申立ての事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらないことから、当該期間について、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。



大阪厚生年金 事案 10645 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 63 年１月１日から平成２年１月１日までの期間及び

３年１月１日から４年１月１日までの期間に係る申立人の標準報酬月額の記

録については、昭和 63 年１月から同年 12 月までは 15 万円、平成元年１月か

ら同年 12月までは 18万円、３年１月から同年 12月までは 22万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成６年４月１日から 11年 12月１日までの期間に

係る申立人の標準報酬月額の記録については、６年４月から 11 年３月までは

47万円、同年４月から同年 11月までは 32万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年３月 20日から平成６年３月１日まで 

             ② 平成６年３月１日から 12年１月 21日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間（申立期間①）及び

Ｂ社に勤務していた期間（申立期間②）の標準報酬月額が、実際の報酬月額

より低く記録されているので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報



酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち、昭和 63 年１月から平成元年 12 月までの

期間及び３年１月から同年 12 月までの期間に係る申立人の標準報酬月額につ

いては、申立人提出の「市民税 県民税 特別徴収額変更等通知書」により推認

できる報酬月額及び保険料控除額から、昭和 63 年１月から同年 12 月までは

15万円、平成元年１月から同年 12月までは 18万円、３年１月から同年 12月

までは 22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は、平成６年３月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元

事業主に照会したものの、回答が得られないため確認できないが、申立人提出

の「市民税 県民税 特別徴収額変更等通知書」から推認できる報酬月額及び保

険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準報酬月額が

長期にわたり一致していないことから、事業主は、同通知書から推認できる報

酬月額及び保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係

る保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間②のうち、平成６年４月から 11 年 11 月までの期間に係る

申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与明細書において確認でき

る報酬月額及び保険料控除額（給与明細書が無い期間について、申立人提出の

預金通帳の給与振込額及び前後の期間に係る給与明細書の報酬月額並びに保

険料控除額から推認できる報酬月額及び保険料控除額を含む。）から、６年４

月から 11年３月までは 47万円、同年４月から同年 11月までは 32万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

社は、平成 12年１月 31日に適用事業所ではなくなっており、元事業主に照会

したものの、回答が得られないため確認できないが、給与明細書において確認

できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録における標準報

酬月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、保険料控除額に見

合う報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所

は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、昭和 62 年３月から同年 12 月までの期間、平成

２年１月から同年 12 月までの期間及び４年１月から５年５月までの期間につ

いて、報酬月額及び保険料控除額を確認できる給与明細書等の関連資料は見当

たらない。 



また、申立期間①のうち、平成５年６月から６年２月までの期間及び申立

期間②のうち、同年３月について、申立人提出の預金通帳において確認できる

給与振込額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回っているものの、給与総

額及び保険料控除額を確認することができない。 

さらに、申立期間②のうち、平成 11 年 12 月について、Ｃ組織が保管する

未払賃金の立替払事業に係る申立人の請求書及び確認通知書から、申立人は、

当該期間に係る未払賃金の立替払いを受けていることが確認でき、当該期間の

保険料を事業主により給与から控除されていたとは考え難い。 

このほか、申立期間①のうち、昭和 62 年３月から同年 12 月までの期間、

平成２年１月から同年 12 月までの期間及び４年１月から６年２月までの期間

並びに申立期間②のうち、同年３月及び 11年 12月については、申立ての事実

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、当該期間につい

て、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44年 10月 31日から同年 11月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を同年

10月 31日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年１月 17日から同年２月１日まで 

             ② 昭和 44年 10月 31日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 38年１月 17日から平成 10年２月７日までＡ社に継続して勤

務していた。 

しかし、年金事務所の記録では、Ａ社での勤務期間の一部が厚生年金保険

の未加入期間とされているので、申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、雇用保険の加入記録及びＡ社提出の申立人に係る人事

記録から判断すると、申立人は、申立期間を含めて同社に継続して勤務し（昭

和 44年 10月 31日にＡ社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 44年 11月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社提出の申立人に係る人事

の記録から、申立人は、申立期間において同社に勤務していたことが確認でき

る。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人の被保

険者資格の取得日と同日の昭和 38 年２月１日に資格を取得している同僚７人

のうち２人は、申立人が、自身と同日に同社に入社した同僚として名前を挙げ

た者であることが確認できる。 

また、上記同僚７人のうち１人は、「私は、昭和 38年１月中旬からＡ社に勤

務した。」旨陳述しているところ、当該同僚が提出した昭和 38年１月から同年

３月分までの給与明細書から、申立期間である同年１月の厚生年金保険料は控

除されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時の資料は残存しないため、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険料の控除の状況等は不明である。」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の標準報酬月額に係る記録については、申立期間のうち、平成 13 年

10 月から 19 年６月までは 26 万円、同年７月から同年 10 月までは 36 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

また、申立人の標準賞与額に係る記録については、平成 15 年７月８日及び

同年 12 月 22 日は 36 万円、16 年７月９日は 31 万 5,000 円、同年 12 月 24 日

及び 17 年７月４日は 35 万円、同年 12 月 27 日は 20 万円、18 年６月 19 日及

び同年 12月 22日は 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13年５月 16日から 19年 11月 16日まで 

             ② 平成 15年７月８日 

             ③ 平成 15年 12月 22日 

             ④ 平成 16年７月９日 

             ⑤ 平成 16年 12月 24日 

             ⑥ 平成 17年７月４日 

             ⑦ 平成 17年 12月 27日 

             ⑧ 平成 18年６月 19日 

             ⑨ 平成 18年 12月 22日 

Ａ社に勤務していた期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る年金事務

所の記録が誤っているので、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



申立人は、申立期間の標準報酬月額（標準賞与額）の相違について申し立

てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、標準報酬月額（標準賞与額）

を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬

月額（賞与額）のそれぞれに基づく標準報酬月額（標準賞与額）の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間①における申立人の標準報酬月額については、Ａ社

提出の賃金台帳において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、申立期

間のうち、平成 13 年 10 月から 19 年６月までは 26 万円、同年７月から同年

10月までは 36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の

記載に誤りがあったことを認めていることから、社会保険事務所（当時）の

記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、上記

訂正後の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 13年５月から同年９月までの期間について、

Ａ社提出の賃金台帳において確認できる保険料控除額に基づく標準報酬月額

は、オンライン記録の標準報酬月額と同額であることから、当該期間は厚生

年金特例法による保険給付の対象には当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨の標準賞与額について

は、Ａ社提出の賃金台帳において確認できる賞与額及び保険料控除額から、

平成 15年７月８日及び同年 12月 22日は 36万円、16年７月９日は 31万 5,000

円、同年 12月 24日及び 17年７月４日は 35万円、同年 12月 27日は 20万円、

18年６月 19日及び同年 12月 22日は 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出していないこと

を認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る平成 15年７月８日、

同年 12 月 22 日、16 年７月９日、同年 12 月 24 日、17 年７月４日、同年 12

月 27 日、18 年６月 19 日及び同年 12 月 22 日の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 10648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成７年 10 月か

ら８年９月までは 22万円、同年 10月から同年 12月までは 20万円、９年１月

から 11 年 12 月までは 22 万円、12 年１月から同年 12 月までは 26 万円、13

年１月から 15 年２月までは 24 万円、同年３月は 22 万円、同年４月から同年

12月までは 26万円、16年１月から同年５月までは 22万円、同年６月から 17

年３月までは 16万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から 17年４月１日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社での私の厚生年金保険被保険者期間に係る標

準報酬月額が、実際の給与支払額より低く記録されているので、申立期間

の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定または決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の給与支払明細

書において確認できる報酬月額及び保険料控除額（給与支払明細書が無い期間

について、推認できる報酬月額及び保険料控除額を含む。）から、平成７年 10

月から８年９月までは 22万円、同年 10月から同年 12月までは 20万円、９年

１月から 11 年 12 月までは 22 万円、12 年１月から同年 12 月までは 26 万円、



13年１月から 15年２月までは 24万円、同年３月は 22万円、同年４月から同

年 12月までは 26万円、16年１月から同年５月までは 22万円、同年６月から

17年３月までは 16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、オンライン記録どおりの申立人の標準報酬月額に係る「健康保険厚生年

金保険被保険者報酬月額算定基礎届」を届け出たことを認めていることから、

オンライン記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所

（当時）は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 10649 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成８年９月 30日から同年 11月 30日までの期間につい

て、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年 11 月

30 日であると認められることから、申立人の当該期間の資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、平成８年９月は 20万円、同年

10月は 26万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年９月 30日から９年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、平成

９年１月末まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の加入記録及び同僚の陳述から、申立人が申立期間のうち、平成８

年９月30日から９年１月20日頃まで、Ａ社で勤務していたことが推認できる。 

また、オンライン記録において、申立人のＡ社における資格喪失日について

は、当初、平成８年 11月 30日と記録されていたが、９年２月 12日付けで、

８年９月 30 日に遡及して訂正されているほか、同社が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった日についても、９年２月 12日付けで、８年９月 30日に遡

及して処理が行われている。 

さらに、Ａ社の元従業員 11 人（事業主を含む）の資格喪失日に係る記録に

ついても、申立人と同日の平成９年２月 12日付けで、８年９月 30日に遡及し

て訂正されていることがオンライン記録により確認できる。 

加えて、申立期間当時の経理担当者及び同僚の一人は、「申立期間当時、Ａ

社では、給与の遅配があった。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本において、申立期間当時、申立人が同社の



役員であった記載は無いほか、複数の元従業員も、「申立人はＡ社の役員では

なく、社会保険事務にも関与していなかった。」と陳述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、平

成９年２月 12 日付けで行われた資格喪失日に係る記録の遡及訂正処理は事実

に即したものとは考え難く、申立人の資格喪失日について、８年９月 30 日に

遡及して訂正する合理的な理由はないことから、申立人の資格喪失日について、

有効な記録訂正があったとは認められない。このため、申立人の資格喪失日に

係る記録については、事業主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た資格喪

失日に係る記録から、同年 11月 30日に訂正することが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における当該遡及

訂正前の記録から、平成８年９月は 20 万円、同年 10 月は 26 万円とすること

が妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成８年 11月 30日から９年２月１日までの期間に

ついては、同僚の一人が、「申立人は、平成９年１月 20 日頃にＡ社を退職し

た。」と陳述しており、申立人が同年１月 20 日頃以降も同社で勤務していた

ことを確認できない。 

また、同僚の一人が、「平成９年１月に、それまでの数か月分の給与が支払

われなかったため、従業員５人ないし６人で労働基準監督署に相談したが、結

局、未払となっていた給与は支払われなかった。」と陳述していることから、

当該期間の給与は支払われなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｂ市提出の申立人に係る国民年金被保険者名簿及び同市保険年金課

の陳述から、申立人が申立期間内の平成８年 12月 20日に、同市で国民年金の

加入手続を行っていることが確認できる上、申立人は、申立期間のうち、遡及

訂正前の資格喪失日（平成８年 11月 30日）以降の期間に係る国民年金保険料

を９年２月 28 日に現年度納付していることがオンライン記録により確認でき

る。 

このほか、申立人の当該期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10650 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所(当時)に届け出た標準報酬月額は、平成元年 10 月

から２年９月までの期間は 28 万円、同年 10 月から３年９月までの期間は 32

万円、同年 10月から４年１月までの期間は 34万円、同年２月から５年９月ま

での期間は 41万円、同年 10月から６年 10月までの期間は 38万円であったと

認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成元年 10月１日から６年 11月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、自身が所持する給与支払明細書に

記載されている保険料控除額に相当する標準報酬月額よりも低く記録され

ていることが分かったので、申立期間について、本来の標準報酬月額に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成元年 10月から２年９月までの期間は 28万円、同年 10月から３年９月ま

での期間は 32万円、同年 10月から４年１月までの期間は 34万円、同年２月

から５年９月までの期間は 41万円、同年 10月から６年 10月までの期間は 38

万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

た後の同年 11月 25日付けで、元年 10月１日に遡及して８万円に減額する旨

の訂正処理が行われている。 

   また、元事業主を含む元役員３人の標準報酬月額についても、申立人と同様

に、平成６年 11月 25日付けで、遡及して減額処理されていることがオンライ

ン記録により確認できる。 

さらに、申立人から提出された申立期間の一部の給与支払明細書（申立期間

のうちの８か月分）を見ると、いずれの月も減額処理前の標準報酬月額に基づ



く厚生年金保険料を控除されていることが確認できる。 

   加えて、同僚の一人は、｢Ａ社が平成６年 11月に倒産する前に、給与の遅配

があった。｣と陳述している。 

   また、Ａ社に係る商業登記簿謄本において、申立期間当時、申立人が同社の

取締役であったことが確認できるが、複数の元従業員は、｢申立人は、Ｂ業務

従事者であった。社会保険事務は事業主が行っていた。｣旨陳述している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、社

会保険事務所において平成６年11月25日付けで行われた遡及訂正処理は事実

に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、申立人の標準報酬月額

に係る記録を遡及して訂正する合理的な理由はないことから、申立期間に係る

標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められない。このため、

申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た標準報酬月額の記録から、元年 10 月から２年９月までの期間は

28万円、同年 10月から３年９月までの期間は 32万円、同年 10月から４年１

月までの期間は 34 万円、同年２月から５年９月までの期間は 41 万円、同年

10月から６年 10月までの期間は 38万円に訂正することが必要である。



大阪厚生年金 事案 10651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に支給された賞与において、32 万 5,000 円の標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 32万 5,000円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年６月 30日 

  厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が無いとの回答を受けた。厚生年

金保険料の控除額が記載された申立期間の賞与支給明細書を提出するので、

当該期間の標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賞与支給明細書及びＡ社の社会保険事務を行っていたＢ社か

ら提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間に 32万 5,000円の標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、賞与支払届の記載に誤りがあったことを認めており、その結果、社会保

険事務所（当時）は、申立人に係る平成 16 年６月 30 日の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 10652～10662 

 

第１ 委員会の結論 
   申立人は、《申立期間》（別添①一覧表参照）に支給された賞与において、そ

の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における標準賞与額に係

る記録を、《申立期間》（別添①一覧表参照）は《標準賞与額》（別添①一覧表

参照）に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添①一覧表参照 

       生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

                               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 別添①一覧表参照 

Ａ社における《申立期間》（別添①一覧表参照）支給の賞与が社会保険事

務所（当時）に未届けとなっている。 

Ａ社保管の全社員賞与集計表では、賞与額に見合った保険料が控除されて

いることが確認できる。 

申立期間に係る標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の全社員賞与集計表により、申立人は、申立期間において、その主

張する標準賞与額（《申立期間》（別添①一覧表参照）は《標準賞与額》（別添

①一覧表参照））に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る「厚生年金保険被保険者賞与支払届」を社会保険事務所

に提出しておらず、保険料も納付していないとしていることから、社会保険事

務所は、申立人に係る《申立期間》（別添①一覧表参照）の標準賞与額に基づ

く保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



標準賞与額

10652 男 昭和50年生 30万円

43万2,000円

25万5,000円

10653 男 昭和50年生 23万5,000円

37万5,000円

24万円

10654 男 昭和50年生 24万円

35万5,000円

24万円

10655 男 昭和42年生 15万円

21万円

15万円

10656 男 昭和51年生 22万5,000円

31万1,000円

23万円

10657 男 昭和22年生 15万円

30万円

20万円

10658 男 昭和26年生 15万円

30万円

20万円

10659 男 昭和23年生 15万円

30万円

20万円

10660 男 昭和51年生 15万円

32万1,000円

23万円

10661 男 昭和55年生 15万円

10662 男 昭和61年生 ９万円

別紙①

住 所番号 氏名 基礎年金番号 生年月日



大阪厚生年金 事案 10663～10706 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を《標準賞与額》（別添②一覧表参照）に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：  別添②一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年７月 20日 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社において申立期間に支給された賞与

の記録が無いことが分かった。事業主が事務手続の誤りを認めており、賞

与から保険料が控除されていたことを確認できる資料を提出するので、申

立期間に係る標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給控除一覧表により、申立人は、申立期間におい

て、事業主から賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表の保険料控除

額から、《標準賞与額》（別添②一覧表参照）とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、

保険料も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る平成16年７月20日の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住 所 標準賞与額

10663 男 昭和47年生 10万円

10664 男 昭和34年生 10万円

10665 男 昭和51年生 15万円

10666 女 昭和47年生 10万円

10667 女 昭和41年生 11万円

10668 男 昭和40年生 10万円

10669 男 昭和36年生 10万円

10670 男 昭和35年生 10万円

10671 男 昭和43年生 10万円

10672 男 昭和42年生 10万円

10673 女 昭和47年生 11万円

10674 男 昭和49年生 10万円

10675 男 昭和41年生 10万円

10676 男 昭和39年生 10万円

10677 男 昭和38年生 10万円

10678 男 昭和37年生 15万円

10679 男 昭和46年生 ３万円

10680 男 昭和47年生 35万円

10681 男 昭和46年生 15万円

10682 男 昭和42年生 15万円

10683 女 昭和43年生 11万円

10684 男 昭和48年生 30万円

10685 男 昭和32年生 30万円

10686 男 昭和43年生 15万円

10687 女 昭和47年生 10万円

10688 男 昭和45年生 10万円

10689 男 昭和52年生 10万円

10690 男 昭和34年生 15万円

10691 女 昭和39年生 11万円

10692 男 昭和44年生 25万円

10693 男 昭和44年生 10万円

10694 男 昭和40年生 35万円

10695 男 昭和39年生 15万円

10696 男 昭和39年生 10万円

10697 女 昭和39年生 11万円

10698 女 昭和30年生 15万円

10699 男 昭和50年生 35万円

10700 男 昭和25年生 30万円

10701 男 昭和53年生 35万円

別添②



番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住 所 標準賞与額

10702 女 昭和43年生 11万円

10703 男 昭和44年生 38万円

10704 男 昭和36年生 30万円

10705 男 昭和43年生 30万円

10706 男 昭和46年生 10万円



大阪厚生年金 事案 10707～10741 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録は、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録と

されているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立期間の標準賞与額に係る記録を、《標準賞

与額》（別添③一覧表参照）に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：  別添③一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年 12月 10日 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の標準

賞与額に係る記録が無いとの回答を受けた。申立期間当時、勤務先のＡ社が

賞与の届出を行っていなかったので、申立期間について、標準賞与額を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準賞与額の訂正について申し立てているが、

特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、Ａ社提出の支給賞与集計表に

おいて確認できる保険料控除額から、《標準賞与額》（別添③一覧表参照）とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所（当時）へ賞与支払届を提出しておらず、当該賞与に係

る厚生年金保険料も納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所は、申立人に係る平成 19年 12 月 10日の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



標準賞与額

10707 女 昭和36年生 18万7,000円

10708 男 昭和53年生 23万4,000円

10709 男 昭和38年生 38万9,000円

10710 男 昭和54年生 22万6,000円

10711 男 昭和53年生 29万円

10712 女 昭和44年生 18万4,000円

10713 女 昭和33年生 12万2,000円

10714 男 昭和53年生 27万3,000円

10715 男 昭和31年生 33万6,000円

10716 女 昭和56年生 17万9,000円

10717 男 昭和38年生 13万1,000円

10718 男 昭和32年生 38万5,000円

10719 男 昭和50年生 19万8,000円

10720 女 昭和57年生 17万2,000円

10721 女 昭和58年生 17万円

10722 女 昭和55年生 23万3,000円

10723 女 昭和56年生 17万8,000円

10724 男 昭和49年生 20万円

10725 女 昭和55年生 8万9,000円

10726 女 昭和28年生 23万5,000円

10727 女 昭和23年生 14万8,000円

10728 女 昭和54年生 23万3,000円

10729 男 昭和50年生 21万円

10730 男 昭和57年生 21万円

10731 男 昭和39年生 24万5,000円

10732 女 昭和36年生 14万7,000円

10733 女 昭和54年生 18万1,000円

10734 女 昭和47年生 27万1,000円

10735 男 昭和41年生 14万7,000円

10736 男 昭和32年生 17万3,000円

10737 女 昭和27年生 13万2,000円

10738 男 昭和30年生 30万3,000円

10739 男 昭和32年生 30万3,000円

10740 女 昭和46年生 31万7,000円

10741 女 昭和29年生 23万2,000円

別添③

住 所番号 氏名 基礎年金番号 生年月日



大阪国民年金  事案 5589 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年１月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 45年３月まで 

私が、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきたにもかかわらず、夫の

納付記録はあるが、私の記録は未納とされていることを最近知った。なぜ

未納であることを教えてくれなかったのか不思議であり、明らかにＡ市の

落ち度だと思うので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金の加入時期を調査すると、申立人の国民年金手帳が昭

和 46年８月 24日にＢ市で発行されていることから、申立人の加入手続は同年

８月頃に行われたことが推定され、一方、申立人の夫の国民年金手帳が 43 年

３月 18 日にＡ市で発行されていることから、夫の加入手続は同年３月頃に行

われたことが推定される。したがって、申立人とその夫の国民年金の加入時期

は相違しており、申立人が加入手続を行ったと推定される 46 年８月時点にお

いて、申立期間は加入手続前の期間であり、既に国民年金に加入している申立

人の夫と一緒に国民年金保険料を現年度納付することはできないものと考え

られる（なお、申立人の夫の国民年金手帳記号番号は、申立人と連番で昭和

46 年８月頃にＢ市で払い出されているが、その後、申立人の夫に係る手帳記

号番号は取消処理されていることが同市に係る国民年金手帳記号番号払出簿

により確認できる。）。 

また、申立人が所持する「納付書・領収証書」及びＢ市の被保険者名簿を見

ると、申立人は、申立期間直後の昭和 45年４月から 46年３月までの国民年金

保険料を 47 年３月に過年度納付していることが確認できるが、その時点にお

いて、申立期間のうち、44年 12月以前の保険料は時効により納付することが

できなかったものと考えられる上、申立人は 36 歳であることから、当該過年



度納付は、申立人が年金受給資格期間（25 年間）を確保するために行われた

ものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、夫婦の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を

申立人自ら行ったと陳述しているが、加入手続を行った動機、加入手続時期及

び保険料納付方法等についての具体的な記憶を聴き取れなかったため、当時の

状況は不明である。 

加えて、申立人が、国民年金保険料を現年度納付するためには、別の国民年

金手帳記号番号の払出しが必要であるが、当時の住所地における国民年金手帳

記号番号払出簿の内容を全て視認したほか、オンライン記録により各種の氏名

検索を行ったが、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 5590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年４月から 41年３月までの期間及び 52年１月から 53年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月から 41 年３月まで 

② 昭和 52年１月から 53 年３月まで 

私の亡き夫の年金記録によれば、昭和 40年４月から 41年３月までの期間

及び52年１月から53年３月までの期間は国民年金保険料納付済みの期間と

なっており、同年４月から 60 年３月までは申請免除の期間となっている。

国民年金については、夫が常に夫婦一緒の取扱いを行っていたので、夫が保

険料を納付している申立期間については、私の保険料も納付されているはず

であり、その証拠に、53年４月から厚生年金保険に加入するまでの期間は、

夫の申請免除記録と同じ記録になっている。よく調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は夫

婦連番で昭和 53 年９月に払い出されていることが確認でき、この頃に同時に

加入手続が行われたものと推認され、この時点において、申立人は 45 歳、そ

の夫は 47 歳となるため、年金の受給権確保のためには特例納付及び過年度納

付による保険料の遡及納付が必要となる。この点について、申立人及びその夫

のＡ市の国民年金被保険者台帳によると、夫婦共に附則４条による第３回目の

特例納付書及び過年度納付書が発行された旨記載されていることが確認でき、

その納付書の作成対象期間は夫婦共に受給権確保が可能となるよう、共に 34

歳の時点である申立人については 42 年４月から、申立人の夫については 40

年４月からいずれも 53年３月までの期間であることが確認できる。この場合、

当該納付書により、申立人の夫は申立期間①の国民年金保険料を納付すること



は可能であるが、申立人には納付書が作成されておらず、申立期間①の保険料

が納付されたとするのは困難である。 

また、特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険者台帳によると、申立人の夫につ

いては、申立期間①の国民年金保険料を昭和 54年 12月１日に特例納付し、申

立期間②の保険料を同年11月10日に過年度納付していることが確認できるが、

申立人については、いずれの台帳においても申立期間①及び②に係る納付記録

は確認できず、オンライン記録の内容と一致している。 

さらに、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、保険料の納

付方法、納付時期及び納付金額等保険料の納付状況が不明である上、申立人が

申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 5591 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 15年１月から 16年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年１月から 16年７月まで 

私の 20 歳以降結婚前の時期に係る国民年金保険料は、支払える時だけ随

時自分で支払っていた状況だったため、当初は未納期間もあっただろうと思

う。しかし、その後、平成 17 年の初めに結婚が決まって以降は、私の父親

が保険料を納付していたということである。 

そして、父親が納付を開始する以前の未納期間については、平成 17 年４

月に若年者納付猶予制度が始まり、納付期限が過ぎた国民年金保険料につい

ても納付できるようになったことをきっかけとして、私の母親が、同年の半

ばから 18 年にかけての時期に、Ａ社会保険事務所（当時）の窓口で一度に

まとめて納付したと聞いている。母親は、具体的にいつの何か月分を遡って

納付したかは定かでないものの、まとめて支払った金額が 20 万円から 25

万円程度までであったことと、窓口の女性職員から「これで未納期間は無

い。」と言われたことを記憶しており、私自身も、当時母親から「将来のた

めに（私の国民年金保険料を）支払っておいた。」という報告を受けた覚え

がある。 

これにより、私の納付記録に未納期間は無いはずなのに、申立期間が未納

とされているのはおかしい。調査の上、納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る国民年金保険料を遡及納付したとする申立人の母

親によると、申立期間を含む全ての未納期間に係る保険料を、社会保険事務所

（当時）で一括納付したとしているが、オンライン記録によると、申立人につ

いては、平成 17 年８月 24 日に、申立期間の直後に当たる 16 年８月から 17

年７月までの期間に係る保険料が、過年度納付と現年度納付を組み合わせるこ



とで遡及納付されていることが確認できる。このことと、申立人の母親が、申

立人について遡及納付したのは一度だけであったとしていることを踏まえ る

と、上記遡及納付時以外に、申立期間に係る遡及納付がなされたとは考え難い

が、当該時点において、申立期間のうち、15 年１月から同年６月までの期間

に係る保険料は、制度上、時効により納付することはできなかった。  

また、申立人の母親は、申立期間を含む未納期間全てに係る国民年金保険料

を一括納付した際の金額について、合計 20万円から 25万円程度までだったと

しているが、申立期間のうち、前述の遡及納付時に過年度納付可能であった期

間（平成 15年７月から 16年７月まで）と、オンライン記録上、遡及納付が確

認できる、申立期間の直後の期間（平成 16年８月から 17年７月まで）につい

て、一括で遡及納付を行った場合、保険料額の合計は 31万 9,200円にも及び、

申立内容とは乖離
か い り

する。 

さらに、申立人の母親は、平成 17 年 4 月に若年者納付猶予制度が開始され

たことにより、納付期限が過ぎた過去の未納保険料を納付可能になったと主張

しているが、申立期間は全て同制度開始よりも前の期間に当たり、制度上、申

立期間に係る国民年金保険料について、納付猶予の申請を行うことはできず、

納付猶予の承認を受けて納付可能期間が延長されることもない上、特例納付制

度は、昭和 55 年６月末に、国民年金法附則４条に基づく第三回特例納付の実

施が終了して以降、実施されていない。 

加えて、申立人及びその母親共に、一括納付した時期等についての記憶は曖

昧である上、申立人又はその母親が、申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書の控え等）は無く、ほかに申立期

間の保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 5592 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年 12月から 11年 12 月までの期間及び 13年７月から 14年

５月までの期間の国民年金保険料については、重複して納付していたものと認

めることはできず、12年１月から 13年６月までの保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年 12月から 11年 12月まで 

             ② 平成 12年１月から 13年６月まで 

             ③ 平成 13年７月から 14年５月まで 

    私は、平成 14 年５月に結婚してＡ市に転出するまで、両親の都合でＢ市

Ｃ区に住民登録したまま、同市Ｄ区に居住していた。 

    平成８年 11月末日にＥ社を退職する際、年金手帳(住所がＣ区の基礎年金

番号)を受け取ったが、退職後に再就職先がすぐに見つかるかどうか分から

ないので、それ以降、Ｃ区で国民年金に加入し、結婚するまで、私が国民年

金保険料を送付されてくる納付書で継続して納付してきた。 

    しかし、Ｅ社を退職した翌月の平成８年 12月に、Ｆ社へ再就職が決まり、

別の新しい年金手帳(住所がＤ区の基礎年金番号)が交付され、11年 12月に

退職するまで厚生年金保険に加入していたので、申立期間①は、国民年金保

険料を重複して納付している。 

    また、結婚後しばらくして未納通知が届いたので、私は納付するつもりは

なかったが、夫と話し合った結果、平成 15 年８月に、その時点で納付がで

きる 13年７月から 14年５月までの国民年金保険料を、取りあえず夫が遡っ

て納付してくれた。したがって、申立期間③についても重複して保険料を納

付したことになる。 

    申立期間②については、未納のままにされているので、納付済期間として

記録を訂正してほしい。 

    なお、結婚するに当たり、私がＣ区役所へ行ったところ、｢(番号が)二つ

あるのはまずいから、一つを消します。しかし、コンピューターの都合上、



二人の人間を一人にすることはできないので、一部未納が発生します。やや

こしいことになってはいけないので、お手持ちの納付書控え等をこちらでシ

ュレッダーさせていただきます。｣と担当者から説明を受け、資料を全て渡

してしまった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の二つの基礎年金番号のうち、まず、申立人が平成８年 11 月末日に

Ｅ社を退職する際に受け取ったとする年金手帳の基礎年金番号についてみる

と、当該基礎年金番号は、申立人がＦ社を退職した約１年半後の 13 年８月１

日になって、申立人の住民登録があるＣ区を管轄するＧ社会保険事務所(当時)

において払い出されており、８年３月 16 日まで遡って国民年金の第１号被保

険者の資格を取得していることがオンライン記録により確認できる。この場合、

当該基礎年金番号が払い出された時点において、申立期間①のうち、大部分の

期間は、制度上、時効により国民年金保険料を納付することができない期間で

あるとともに、申立期間①のうち、時効完成前の納付が可能な期間、及び申立

期間②のうち、13年３月以前の期間については、別途社会保険事務所（当時）

の納付書により遡って納付することとなる過年度保険料であるが、申立人は、

同区で国民年金に加入して以降は、送付されてくる納付書で保険料を継続して

納付してきたとして現年度納付を主張している。 

   また、申立人は、当該基礎年金番号によりＣ区役所が発行した平成 13 年度

(申立期間②のうち、平成 13 年４月以降の期間、及び申立期間③のうち、14

年３月以前の期間)に係る現年度保険料の納付書を所持しているが、裏面の領

収証書欄全てに国民年金保険料を納付したことを示す領収印が無く、基礎年金

番号欄の上部に｢番号が違うので使用不可｣の手書き文字が確認できることな

どから、当該納付書により保険料を納付したものと認めることはできない上、

当該基礎年金番号は、申立人が結婚するに当たり、同区役所へ行ったとする時

期の平成14年４月18日に取消処理されていることがオンライン記録により確

認できることから、申立期間③のうち、同年４月以降の国民年金保険料につい

ても納付することができないものと考えられる。 

   次に、申立人が平成８年 12 月にＦ社に再就職した際に新しく交付されたと

する年金手帳の基礎年金番号についてみると、基礎年金番号制度が導入された

９年１月に、申立人が既にＥ社から加入していた厚生年金保険被保険者記号番

号が当該基礎年金番号として設定されていることがオンライン記録により確

認できることから、当該年金手帳は、申立人がＥ社を退職する際に受け取り、

Ｆ社に引き継がれたものとみるのが自然であるほか、申立期間①は、同社にお

ける厚生年金保険被保険者期間であることから、当該基礎年金番号によっては、

国民年金保険料を納付することができないものと考えられる。 

   また、当該基礎年金番号では、申立人がＦ社を退職後の平成 13 年８月 23



日に、申立人が実際に居住していたとするＤ区を管轄するＨ社会保険事務所

(当時)において、申立人に係る第１号被保険者の取得勧奨状を作成したことが

オンライン記録により確認できるとともに、同区に申立人の住民登録が無いこ

となどを踏まえると、これ以前の期間である申立期間②の国民年金保険料を含

めて、Ｄ区役所から申立人に現年度納付書が送付されることは考え難い上、結

婚した約１年後の 15年８月６日に、その時点で時効完成前の 13年７月から申

立人が第３号被保険者の資格を取得する直前の 14 年５月までの申立期間③に

相当する期間の保険料をＡ市で過年度納付していることから、当該納付日にお

いて、申立期間②は、制度上、時効により保険料を納付することができない期

間であるものと考えられる。 

   さらに、別の基礎年金番号の払出しの可能性について、オンライン記録によ

り旧姓を含めた各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して上記二つの基礎年

金番号以外に別の基礎年金番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらないほか、申立人が結婚前にＣ区において国民年金保険料を納付し

てきたとする申立期間①、②及び③は合計５年間以上に及ぶ上、当時において

は、既に領収済通知書の光学式読取機による入力等、収納事務の機械化が図ら

れていることから、これほどの長期間にわたり、納付記録が連続して欠落する

可能性は極めて低いものと考えられる。 

   加えて、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料について結婚前に

納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに

当該期間の保険料を結婚前に納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間①及び③の国

民年金保険料を重複して納付していたものと認めることはできず、申立期間②

の保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 5593 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年２月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月から 39年３月まで 

    私は、昭和 37 年２月に会社を退職し、その年の春頃、当時区役所に勤務

していた友人に勧められて、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、加

入当初に国民年金保険料を遡って納付した記憶がある。 

 加入後は、区役所から来る女性の集金人に月 100円から 150円までの国民

年金保険料を納付し、それ以来一度も納付を欠かしたことがない。 

 私は、昭和 41 年夏頃にＢ区から同市Ｃ区へ転居しており、Ｂ区で納付し

た申立期間における国民年金保険料の納付記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る国民年金の加入時期等を調査すると、申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 41 年度の適用特別対策により、Ｂ区において職権で払い出さ

れていることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認できる上、申立人の所

持する昭和 41 年６月１日発行の国民年金手帳を見ると、昭和 41 年度及び 42

年度の国民年金保険料について、翌年の昭和 42年１月 11日に同区役所の窓口

でまとめて納付したことを示す検認印が確認できることから、この頃に加入手

続が行われたものと推定され、加入時期において申立人の記憶と大きく異なっ

ているほか、同年金手帳には、申立人が 43 年 10月 30日にＣ区役所で住所変

更手続を行ったことが記載され、転居前の同年５月８日に、同年４月から 44

年４月までの期間に対し、Ｂ区役所の窓口で保険料を前納したことを示す検認

印が確認できることから、転居時期及び加入当時の納付方法においても申立内

容と符合しない。 

 また、申立人のオンライン記録等により納付が確認できる申立期間直後の昭

和 39年４月から 41年３月までの期間については、申立人の加入手続が行われ



たとみられる 42 年１月以降において、納付が可能な時効完成前の過年度期間

であったものと推認されることから、申立人が加入当初に国民年金保険料を遡

って納付したとする記憶は、当該期間に係る過年度納付の記憶であったものと

みるのが自然であり、この場合、申立期間は、制度上、時効により保険料を納

付することができない期間であるものと考えられる。 

   さらに、申立人が、申立内容のとおり、昭和 37 年２月に会社を退職し、そ

の年の春頃、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付す

るためには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、国民年

金手帳記号番号払出簿の内容を検索ツールで確認するとともに、オンライン記

録により別の読み方による各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないほか、

申立人は、現在所持する３冊の年金手帳以外に年金手帳は無かったと思うと陳

述している。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたことを示

す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



大阪厚生年金 事案 10742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月 30日から 34年３月 15日まで 

   年金の裁定請求時から、Ａ社における加入期間が脱退手当金支給済みとな

っていることに納得できなかったところ、今回、脱退手当金の確認はがきに

よる照会を受けた。 

脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

   しかしながら、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は、厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和34年５月26日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

   そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人を

含む前後計 103人のうち、申立人と同一時期（おおむね２年以内）に受給要件

を満たし資格を喪失した女性従業員 16 人について、脱退手当金の支給記録を

調査したところ、受給者は申立人を含め 13 人見られ、そのうち８人が資格喪

失後約４か月以内に支給決定されていることから、申立人についてもその委任

に基づき事業主による代理請求がなされた可能性がうかがえる。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は、申立期間と申立期間

後では別番号となっていることから、脱退手当金を受給したために異なってい

ると考えるのが自然である。 

   さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りはないなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 



   加えて、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被

保険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立人が脱退手当金

を受給することに不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていることが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

請求であるとまではいえない。



大阪厚生年金 事案 10743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 11月５日から 40年５月１日まで 

    年金の裁定請求時に、Ａ社における加入期間が脱退手当金支給済みとなっ

ていることを知った。 

    今回、脱退手当金の確認はがきによる照会を受けたが、脱退手当金を請求

した記憶はなく、受給していないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかしながら、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は、厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 40 年８月６日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載され

ているページを含む前後計６ページに記載された女性従業員のうち、申立人と

同一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した 18 人につ

いて脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め 17 人見

られ、そのうち 14 人が６か月以内に支給決定されているほか、同一支給決定

日の受給者が散見できることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づ

き事業主による代理請求がなされた可能性がうかがえる。 

また、申立人は、「Ａ社は結婚のために辞めた。夫は自営業であり、退職後

はその手伝いをしていたので、会社に勤めることはなかった。」と陳述してい

ることから、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りはないなど、一連の事務処理に



不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていることが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

請求であるとまではいえない。



大阪厚生年金 事案 10744 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年５月１日から同年８月 29日まで 

             ② 昭和 30年７月 19日から 33年３月 23日まで 

    脱退手当金の確認はがきにおいて、Ａ社に勤務した期間の一部について、

脱退手当金が支給済みとなっている。 

しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

   しかしながら、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は、厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 33年６月 25日に支給決定さ

れていることが確認できる上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を見ると、申立人の氏名は、同年５月 22 日に戸籍上の氏名に訂正されている

ことが確認できることから、脱退手当金請求に伴い処理されたものと考えられ

る。 

また、前述の被保険者名簿の申立人が記載されているページを含む前後計５

ページに記載された女性従業員のうち、申立人と同一時期（おおむね２年以内）

に受給要件を満たし資格を喪失した 30 人について脱退手当金の支給記録を調

査したところ、受給者は申立人を含め 17人見られ、そのうち 10人が資格喪失

後約６か月以内に支給決定されていることから、申立人についてもその委任に

基づき事業主による代理請求がなされた可能性がうかがえる。  

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は、申立期間と申立期

間後では別番号となっていることから、脱退手当金を受給したために異なって



いると考えるのが自然である。 

加えて、前述の被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されている上、脱退手当金の支給金額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さもうかがえない。 

また、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保

険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立人が脱退手当金を

受給することに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていることが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

請求であるとまではいえない。



大阪厚生年金 事案 10745 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月１日から 48年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ支店にお

ける加入期間が脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    しかし、脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、Ａ社Ｂ支

店における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月半後の昭和 48 年

９月 13 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人に係る脱退

手当金裁定請求書を見ると、同請求書は、同年９月５日付けで同支店を管轄す

るＣ社会保険事務所（当時）で受け付けられ、脱退手当金は同支店の普通預金

口座に振り込まれていることが確認できる。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載

されているページを含む前後計７ページに記載された女性従業員のうち、申立

人と同一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した 16 人

について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め

14人見られ、そのうち 13人が資格喪失後４か月以内に支給決定されているこ

とから、申立人についてもその委任に基づき事業所による代理請求がなされた

可能性がうかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立人を含む上記脱退手当金受給者

全員の欄に、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が確認できる上、脱退

手当金の支給金額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10746 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月 25日から 50年２月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社における加入期間が脱退手当金支給済みとの回答を受け、納得できなかっ

たところ、今回、脱退手当金の確認はがきによる照会を受けた。 

    脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、申立人に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、脱退手当金としてオ

ンライン記録と同額の６万 6,508円が支給決定されており、当該脱退手当金は

申立人の当時の住所地に近い郵便局で隔地払（通知払）されていることが確認

できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」の記載が確認できるほか、脱退手当金の支給

額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていることが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

請求であるとまではいえない。



大阪厚生年金 事案 10747 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20年８月 26日まで 

    脱退手当金の確認はがきにおいて、Ａ社Ｂ支店における加入期間が脱退手

当金支給済みとなっている。 

しかし、年金事務所の記録によると、Ａ社Ｂ支店の次に勤務したＣ社を退

職後に脱退手当金が支給されているのに、同社の支給記録が無いことは矛盾

している。 

脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

    しかしながら、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社Ｂ支

店での厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約１年５か月後の昭和 22 年１

月 22日に支給決定されていることが確認できる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、保険給付欄

に脱退手当金の支給を意味する「脱」の記載が有り、資格期間、支給金額及び

支給年月日はオンライン記録と一致している上、脱退手当金の支給額に計算上

の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、脱退手当金が支給決定された当時、脱退手当金の一般的な支給要件

は、被保険者期間が３年以上 20 年未満の者で、業務上の事由により死亡した

場合、又は資格喪失後に被保険者となることなく１年経過した場合と規定され

ており、申立人の場合は、この支給要件に該当しないところであるが、別に、

被保険者期間６月以上３年未満の者で、戦争終結による事業所廃止の場合には



脱退手当金を支給するという特別規定が設けられていたことから、申立人の厚

生年金保険の加入記録のうち、戦後に事業所閉鎖となったＡ社Ｂ支店に係る加

入期間のみが当該特別規定に該当して脱退手当金が支給され、これに該当しな

かったＣ社に係る加入期間は支給対象とされなかったものと考えられる。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10748（事案 5908の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年から平成６年まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間については、ⅰ）勤務

時期は覚えていないが、Ａ市Ｂ区にあったＣ社で勤務していた、ⅱ）勤務時

期は覚えていないが、Ａ市Ｄ区にあったＥ社で正社員として勤務していた、

ⅲ）勤務時期は覚えていないが、Ａ市Ｆ区にあったＧ社で勤務していた、ⅳ）

勤務時期は覚えていないが、Ａ市Ｈ区にあったＩ社に勤務していた、ⅴ）勤

務時期は覚えていないが、Ａ市Ｊ区にあったＫ社に勤務していた、ⅵ）勤務

時期は覚えていないが、Ｌ市にあったＭ社で勤務していた、ⅶ）勤務時期は

覚えていないが、Ｎ市にあったＯ社で勤務していた、ⅷ）勤務時期は覚えて

いないが、Ｐ市とＱ市の境界辺りにあったＲ社で正社員として勤務していた、

ⅸ）勤務時期は覚えていないが、Ｓ市にあったＴ社に正社員として勤務して

いた、ⅹ）事業所名及び勤務時期は覚えていないが、Ｎ市にあったＵ社で全

ての申立ての最初に勤務していた。 

    申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしいとして

年金記録確認第三者委員会に申立てを行ったが、厚生年金保険料の控除がう

かがえない等として記録訂正は認められなかった。 

    前回の決定後、申立期間当時に在職していたことを示す新たな事情を思い

出したので、再度、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、Ｃ社に係る期間については、ⅰ）昭和 35年９月、49年２

月及び 60年 11月のＡ市Ｂ区の住宅地図によると、申立人が同社の所在地とし



て申し立てている地域において、同社の所在は確認できない、ⅱ）同社におけ

る申立人の雇用保険の加入記録は確認できない上、申立人は、同社の従業員は

10 人程度であったという以外、勤務時期、事業主名及び同僚名について覚え

ていない旨陳述しており、同社における申立人の勤務について確認できない、

ⅲ）社会保険事務所（当時）の記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業

所となった記録は確認できず、他に該当すると思われる事業所も見当たらない

等として、既に当委員会の決定に基づき、平成 22年３月 26日付けで年金記録

の訂正は必要でないとする通知（以下「３月 26 日付け通知」という。）が行

われている。 

今回、申立人は、新たな事情として、「Ｃ社には昭和 41年ないし 42年頃か

ら４年ないし５年間勤務し、当時の所在地はＡ市Ｂ区Ｖ町であった上、近所に

住んでいた者の氏名を思い出した。」と陳述しているところ、昭和 43 年 12

月の住宅地図によると、申立人が陳述する同社の所在地の付近に名字が一致す

る者の表示が確認できる。 

しかし、昭和 39 年５月１日の職業別電話帳によると、申立人が陳述するＡ

市Ｂ区内にＣ社が確認できるが、37 年４月及び 43 年 12 月の住宅地図では確

認できない上、申立人が陳述する所在地と相違することから、当該事業所が申

立人が勤務したとする事業所か否かは確認できない。 

また、社会保険事務所の記録において、Ｃ社という名称の厚生年金保険の適

用事業所は確認できない。 

申立期間のうち、Ｅ社に係る期間については、申立人が陳述する場所に同社

が所在していたこと、及び申立人が記憶する同僚の氏名が同社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において確認できることから、時期は特定できない

が勤務は推測できるものの、ⅰ）同社の取締役は、「正社員は社会保険に加入

しているが、20 年以上前であればパート・アルバイト、及び試用期間中に退

職した社員については、社会保険の加入手続はしていなかったかもしれない。」

旨陳述している、ⅱ）前述の被保険者名簿において、昭和 37年から 47年まで

の間に被保険者資格を取得して 30 年以上被保険者資格を有している元従業員

に照会し回答の得られた７人全員が申立人のことを覚えていない、ⅲ）同社に

おける申立人の雇用保険の加入記録は確認できない等として、既に当委員会の

決定に基づき、３月 26日付け通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな事情として、「一緒に勤務していた別の同僚の名前

を思い出した。また、同人は私自身が入社した時に既に勤務しており、退職す

る際も勤務していた。」と陳述しているところ、Ｅ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿を見ると、当該同僚と同じ名字の被保険者記録（昭和 39 年

12月 11日に資格を取得、43年３月１日に資格を喪失）が確認できるが、連絡

先不明のため、同人が申立人の記憶する同僚か否かを確認することができない。 

申立期間のうち、Ｇ社に係る期間については、申立人が陳述する場所にＺ社



が所在していたことが確認できることから、時期は特定できないが勤務は推測

できるものの、ⅰ）同社における申立人の雇用保険の加入記録は確認できない、

ⅱ）同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において連絡先が判明し回

答が得られた複数の同僚は申立人のことを覚えていない、ⅲ）同社は、「会社

の労働者名簿（昭和 60年頃以降）において、申立人の名前は見当たらない。」

旨回答している等として、既に当委員会の決定に基づき、３月 26 日付け通知

が行われている。 

今回、申立人は、新たな事情として、「Ｚ社で勤務していた当時、同社で事

件が有り、同僚が亡くなったことから怖くなり同社を退職した。」と陳述して

いるところ、オンライン記録によると、当該同僚は昭和 35 年２月＊日に被保

険者資格を死亡喪失していることが確認できる上、新聞記事によると、Ｇ社で

事件が発生していることが確認でき、申立人の陳述と符合する。 

しかしＺ社に係る上記被保険者名簿において、前述の殺人事件が発生した日

に勤務が確認できる元同僚７人に照会し４人から回答を得たが申立人を覚え

ている者は無く、申立人の同社における勤務期間を特定することはできない。 

また、Ｚ社に係る上記被保険者名簿には、事件に関与したとされている従業

員３人のうち１人の同社に係る被保険者記録が見当たらないことから、同社で

は、事件発生当時、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加入させていなか

ったことがうかがえる。 

申立期間のうち、Ｉ社に係る期間については、現地調査の結果から、申立人

がＩ社で、時期は特定できないが勤務していたことは推測できるものの、ⅰ）

社会保険事務所の記録によると、Ａ市Ｈ区においてＩ社という名称の厚生年金

保険の適用事業所は確認できない、ⅱ）昭和 30 年代にＩ社の当時の事業主の

家族の一員が独立して同じ屋号の事業所を設置しており、オンライン記録によ

ると、当該事業所は、40 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることが確認できるものの、当該事業所の所在地と申立人が陳述する所在地が

相違することに加え、申立人が当該事業所勤務時の番頭及び同僚として名前を

挙げている者の氏名が当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において確認できない等として、既に当委員会の決定に基づき、３月 26 日付

け通知が行われている。 

今回、申立人は、前回の当委員会の審議結果が納得できないとして再申立て

を行っているが、新たな資料及び情報の提出は無い。 

申立期間のうち、Ｋ社については、ⅰ）同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日の昭和 42

年２月１日から 44年 12月 16日までの間に被保険者資格を取得し、平成７年

以降に資格を喪失していることが確認できる複数の同僚が申立人のことを覚

えていない、ⅱ）同社は、「昭和 63 年以前の労働者名簿等は残っていない。

また、Ｋ社は 43 年６月１日に厚生年金基金に加入していることから、申立人



の基金加入記録を確認したが見当たらなかった。」旨回答している、ⅲ）同社

における申立人に係る雇用保険記録は確認できない等として、既に当委員会の

決定に基づき、３月 26日付け通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな事情として、「Ｋ社の上司の名前を思い出した。」

と陳述しているところ、Ｋ社に係る上記被保険者名簿において、当該上司と同

じ名字の被保険者記録（昭和 42年８月１日に資格を取得、44年５月１日に資

格を喪失）が確認できるが、当該上司は、「申立人について記憶にない。」と

陳述しており、同人が申立人の記憶する上司か否かを確認することはできない。 

申立期間のうち、Ｍ社に係る期間については、申立人が陳述する場所に同社

が所在していたことが確認できることから、時期は特定できないが勤務は推測

できるものの、ⅰ）同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった日の昭和 37 年３月１日から同社が

Ｎ市に移転する 49年 12月 20日までの間に同社での勤務が確認でき、連絡の

とれた同僚４人全員及び同社の元社長は申立人のことを覚えていない、ⅱ）同

社における申立人の雇用保険の加入記録は確認できない等として、既に当委員

会の決定に基づき、３月 26日付け通知が行われている。 

今回、申立人は、前回の当委員会の審議結果が納得できないとして再申立て

を行っているが、新たな資料及び情報の提出は無い。 

申立期間のうち、Ｏ社に係る期間については、申立人が陳述する場所に同社

が所在していたことが確認できることから、時期は特定できないが勤務は推測

できるものの、ⅰ）同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった日の昭和 38 年８月１日に被保険者

資格を取得し、適用事業所ではなくなった 41年４月 29日に被保険者資格を喪

失したことが確認できる複数の同僚が申立人のことを覚えていない、ⅱ）同社

において被保険者資格の有る複数の同僚が、同社では試用期間があった旨陳述

している、ⅲ）同社における申立人の雇用保険の加入記録は確認できない等と

して、既に当委員会の決定に基づき、３月 26日付け通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな事情として、「Ｏ社での上司の名前を思い出した。

その上司の年齢は自分より５歳から 10 歳程度年上だった。」と陳述している

が、Ｏ社に係る上記被保険者名簿において、当該上司の被保険者記録は見当た

らない。 

申立期間のうち、Ｒ社に係る期間については、ⅰ）昭和 40年８月、49年１

月、及び 62 年８月の住宅地図によると、申立人が同社の所在地と申し立てて

いる地域において、同社の所在は確認できない、ⅱ）オンライン記録によると、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった記録は確認できず、他に該当すると

思われる事業所も見当らない、ⅲ）同社における申立人の雇用保険の加入記録

は確認できない等として、既に当委員会の決定に基づき、３月 26 日付け通知

が行われている。 



今回、申立人は新たな事情として、Ｒ社について、初回申立時には、「国道

沿いのＰ市とＱ市の境目にあったＲ社に勤務していた。年金事務所で確認でき

たＰ市にあったＷ社とは所在地が違う。」と陳述していたところ、再申立てに

当たっては、「Ｒ社はＰ市にあった。」と陳述を変更していることから、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間の始期の前後約６

年間に資格を取得し、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった昭和

52年４月 29日までに資格を喪失した元従業員 40人に照会し 24人から回答を

得たが、うち 23 人は申立人のことを覚えておらず、残り１人は申立人はいた

かもしれないとするものの、同名簿を見ると、当該元従業員の同社における被

保険者期間において、申立人と同姓の者が被保険者資格を有していることが確

認できる。 

また、申立人は、「Ｒ社の従業員数は、20 人程度だった。」と陳述している

ところ、Ｒ社の元従業員（被保険者期間は昭和 32年２月 26日から 51年７月

16日まで）は、「自分がＲ社に勤務している時、常時 800人程度は在籍してい

た。」と陳述しており、前述の被保険者名簿を見ると、Ｗ社の被保険者数は同

人が陳述する従業員数とほぼ符合することが確認でき、申立人の陳述とは符合

しない。 

申立期間のうち、Ｔ社に係る期間については、申立人が陳述する場所にＴ社

の屋号を使用するＸ社が所在していたことが確認できることから、時期は特定

できないが勤務は推測できるものの、ⅰ）オンライン記録によると、同社が厚

生年金保険の適用事業所となったのは、申立期間後の平成９年８月１日である

こと、ⅱ）同社は、「昭和 55 年６月以降の給与支払台帳が残っているが、申

立人に係る支払記録は確認できない。」旨回答している、ⅲ）同社における申

立人の雇用保険の加入記録は確認できない等として、既に当委員会の決定に基

づき、３月 26日付け通知が行われている。 

今回、申立人は、当委員会の前回の審議結果が納得できないとして再申立て

を行っているが、新たな資料及び情報の提出は無い。 

申立期間のうち、Ｎ市にあったＵ社に係る期間については、申立人は、「Ｎ

市にあったＵ社に勤務していた。」旨申し立てているところ、同社の事業所名

及び住所等を記憶しておらず、また、雇用保険の加入記録も確認できないこと

から、勤務実態の確認ができない等として、既に当委員会の決定に基づき、３

月 26日付け通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな事情として、「Ｎ市にあったＵ社の社名がＹ社であ

ることが判明した。また、同社には中学校を卒業と同時に勤務した。」と陳述

しているところ、商業登記の記録によると、申立人が陳述する場所にＹ社が所

在していたことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｙ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

た記録は確認できず、他に該当すると思われる事業所も見当たらない。 



また、申立人は、Ｙ社には中学校を卒業と同時に勤務したと申し立てており、

生年月日から申立人が中学校を卒業したのは昭和 31 年３月と考えられるとこ

ろ、商業登記の記録によれば、同社は同年 11月 27日に解散しており、「申立

てをしている全ての事業所には、それぞれ少なくとも２年ないし３年間は勤務

した。」とする申立て当初の陳述とは符合しない。 

このほか、申立人から新たな資料及び情報の提出は無く、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被

保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10749 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 28日から同年 10月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬

月額が実際に受け取っていた給与額より低く記録されていることが分かっ

た。申立期間は、同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動した時期であるが、異動

前後の仕事内容に変更は無く、給与も減額されたことはない。 

申立期間の標準報酬月額を実際の給与支給額に見合った額に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間について、Ａ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動した時期で

あり、異動前後で仕事内容に変更は無く、給与も減額されたことはないので、

異動後に標準報酬月額が低くなるはずがないと申し立てている。 

しかし、Ａ社は申立期間当時の資料は無いとしており、同社Ｂ支店の経理担

当であった元同僚は、「昭和 48年頃までは給与計算及び社会保険の手続は支店

単位で行っていた。保険料控除額と納付額に相違があれば分かるので、その点

はきっちりしていたと思う。」旨陳述している。 

また、Ａ社Ｃ支店の元同僚は、「申立人は異動してきた当初からＤ業務であ

ったが、同係には基本給とは別に渉外手当として 6,500円が支給されていた。」

旨陳述しているところ、オンライン記録における申立人の申立期間当時の標準

報酬月額は２万 6,000円であり、同支店保管の申立人に係る人事記録を見ると、

基本給２万 4,700円（昭和 38年６月 16日から 39年３月 31日まで）が確認で

き、これに通勤手当（約 1,763円）を加算すると２万 6,463円となり、これに

基づく標準報酬月額はオンライン記録と同額の２万 6,000円となる。一方、オ

ンライン記録における申立人の同社Ｂ支店での被保険者資格の喪失時の標準



報酬月額は３万 3,000円であるところ、前述の人事記録における当時の基本給

（２万 4,700円）に通勤手当（約 1,153円）及び渉外手当（6,500円）を加算

すると３万 2,353円となり、これに基づく標準報酬月額はオンライン記録と同

額の３万 3,000円となる。 

さらに、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人と同日付けで被保険者資格を取得している元従業員のうち、申立人と同様

に同社他支店からＤ業務従事者として職種に変更の無いまま異動してきてい

る者が一人確認できるところ、同人のオンライン記録を見ると、標準報酬月額

は異動前と比べて 8,000円減額されていることが確認できる。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立人の標準報酬月額の記録に、遡

及による減額訂正等、不自然な点は見られない。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社Ｃ支店では、申立期間当時、資格取得時

の標準報酬月額の決定に当たり、渉外手当を加算していなかったことがうかが

える。 

 このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料は無く、当該控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10750 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年頃から平成元年頃まで 

    私は、昭和 50年頃に、Ａ社の社員として勤務した。給与約 30万円のうち、

５万円から 10 万円までを預け金(Ｄ代金及び社会保険料等)として同社に渡

していた。 

    しかしながら、年金事務所の記録では申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無いので、納得できない。 

    申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社の社員として勤務し、厚生年金保険に加入

していたと申し立てている。 

しかしながら、申立人提出の「領収証」を見ると、発行者は、「Ａ社」とな

っているものの、その宛名は、当時、申立人が代表取締役であった「Ｂ社」と

なっている上、但
ただし

書き欄には「Ｄ代」又は「Ｅ代」と記載されているのみで、

「当該金額の中に自身の厚生年金保険料が含まれていたと思う。」とする申立

人の陳述内容とは符合しない。 

また、申立人提出の「念書」は債権債務に関する内容であり、Ａ社から申立

人に対して給与が支給され、保険料を控除されていたことをうかがわせる旨の

記載は無い。 

一方、Ｃ市の回答書によると、申立人は、国民健康保険の被保険者資格を昭

和49年５月１日に取得し、平成20年４月２日に喪失していることが確認でき、

申立期間の全期間を通じて国民健康保険に加入していたことが確認できる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿及び特殊台帳によると、申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 44 年 10 月 22 日に払い出されており、59 年２月 13



日までの全期間は、国民年金の強制加入被保険者期間となっていることが確認

できる上、申立期間と重なる 54年４月から 58年３月までの期間は、申請免除

期間となっていることも確認できる。 

さらに、申立期間当時のＡ社の代表取締役は所在不明であるほか、申立人が

氏名を挙げた代表取締役も既に死亡しているため、これらの者に申立人の申立

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について事情照会を行うこ

とはできない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、上記領収証に

おいて、「扱者印」欄の担当者名と名字が一致する者を含む複数の同僚を抽出

し事情照会したものの、回答が得られた者は、いずれも「申立人のことを記憶

していない。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について具体的な陳述は得られなかった。 

また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による各種

検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10751 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 41年４月１日から同年６月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、中

学校卒業後すぐの昭和 41 年４月１日から勤務し、同年４月又は同年５月に

腹痛で医院に行った際、健康保険被保険者証を使った記憶がある。 

    申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が、申立期間もＡ社で勤務していたこと

が確認できる。 

しかし、申立期間当時、Ａ社で給与計算及び社会保険に関する事務を担当

していたとする者は、「申立期間当時は、採用してもすぐに辞める者がいたの

で、２か月ないし３か月ぐらいは試用期間を設けていた。この期間は厚生年

金保険に加入させておらず、また、厚生年金保険料を給与から控除していな

かった。」と陳述しており、元従業員３人も、入社後２か月ないし３か月の試

用期間中は、給与から保険料を控除されていなかったと陳述している。 

さらに、申立人と同じ昭和 41年６月１日にＡ社において厚生年金保険被保

険者の資格を取得している者は、雇用保険の資格を申立人より前の同年２月

14日に取得しており、厚生年金保険の資格取得時期とは約３か月半の開きが

ある。 

加えて、申立期間当時のＡ社の代表取締役、取締役及び申立人が上司であ

ったとする者等はいずれも既に死亡しているため、これらの者から申立人の

申立期間に係る保険料控除を確認することができない。 

なお、申立人が、申立期間に健康保険被保険者証を使用して治療を受けた



としている医院についてＢ県医師会に照会したところ、申立期間当時、当該

医院が申立人の記憶していた所在地に有ったことは確認できたが、現在は廃

業しているため、申立人の陳述内容を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 10752 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年９月 26日から 37年３月 26日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、Ａ社

(現在は、Ｂ社)で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答

をもらった。昭和 36年９月から同社で勤務していたことは間違いないので、

申立期間についても、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年９月からＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していた

と申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の関係資料が無いため申立人の勤務状況は不

明であるとしている上、Ａ社の申立期間当時の事業主も、「昭和 40年４月に社

屋が消失したこともあり、申立期間当時の厚生年金保険等に係る資料は保管し

ていない。また、私も、申立期間当時に総務事務をしていた妻も、申立人のこ

とを覚えていない。」としていることから、これらの者から申立人の申立期間

における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況を確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間当時

に被保険者記録の有る元従業員で連絡先の確認できた13人に照会して10人か

ら回答を得、そのうち５人が申立人を記憶していたが、申立人の入社時期まで

は覚えていないとしている。 

さらに、申立人は、近所に住んでいたＡ社の社員の紹介により昭和 36 年９

月に同社に入社したと陳述しているところ、前述の被保険者名簿を見ると、当

該社員とみられる者は、申立期間より後の 37 年 10 月 25 日に資格を取得して

いることが確認でき、申立人の陳述とは符合しない。加えて、同人の連絡先は



不明のため、同人から申立人の入社時期を確認することもできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び保険料控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10753 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

  住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年９月 15日から 28年４月１日まで 

               ②  昭和 28年４月１日から 29年４月１日まで 

               ③ 昭和 29年４月１日から 30年１月５日まで 

              ④ 昭和 32年５月４日から 33年５月１日まで 

               ⑤ 昭和 33年５月１日から 34年５月１日まで 

              ⑥ 昭和 55年４月１日から 57年４月１日まで 

              ⑦ 昭和 57年４月１日から 58年４月１日まで 

                          ⑧ 昭和 58年４月１日から 61年４月１日まで 

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社、Ｆ社、Ｇ社及びＨ社に勤務した期間（そ

れぞれ申立期間①、②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧）については、厚生年金

保険の加入記録が無い。納得できないので、調査の上、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の関連資料は保管していない。」と回答し、

申立期間当時の事業主も死亡していることから、申立人の申立期間における勤

務実態及び保険料控除の状況について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被

保険者資格を有し、連絡先が判明した複数の同僚に文書照会を行ったものの、

申立人を記憶する者はいなかった。 

さらに、上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整理番号に欠

番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 



申立期間②について、申立人は、Ｂ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社は、平成 17 年５月 20 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事業主も所在が不明

であることから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況に

ついて確認することができない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被

保険者資格を有し、連絡先が判明した複数の同僚に文書照会を行ったものの、

申立人を記憶する者はいなかった。 

さらに、上記同僚照会で回答のあった同僚の一人は、「私は、昭和 28 年４

月頃からＢ社で勤務を始めたが、厚生年金保険には 29年１月から加入した。」

と陳述していることから、申立期間当時、Ｂ社は、必ずしも全ての従業員を入

社と同時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

加えて、Ｂ社に係る上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

申立期間④について、申立人は、Ｄ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ｄ社は、昭和 39年 11月 29日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事業主も死亡してい

ることから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況につい

て確認することができない。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に被

保険者資格を有し、連絡先が判明した複数の同僚に文書照会を行ったものの、

申立人を記憶する者はいなかった。 

さらに、上記同僚照会で回答のあった同僚の一人は、「私は、Ｄ社に入社し

てから一年間は社会保険に加入していなかった。また、他の従業員も少なくと

も半年ぐらい勤務してからでないと厚生年金保険には加入できなかったと思

う。」と陳述していることから、申立期間当時、Ｄ社は、必ずしも全ての従業

員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

加えて、Ｄ社に係る上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

申立期間⑤について、申立人は、Ｅ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 43年３月１日であり、申立期間は適用事業所とはなっていない。 

また、Ｅ社は、平成 18年７月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、申立期間当時の事業主も所在が不明であることから、申立人の申立

期間における勤務実態及び保険料控除の状況について確認することができな



い。 

さらに、申立人は、Ｅ社の同僚等の氏名を記憶しておらず、これらの者か

ら申立期間における申立人の勤務実態及び保険料控除の状況について確認す

ることができない。 

申立期間⑥について、申立人は、Ｆ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ｆ社を運営していたＩ社は、「申立期間当時の申立人の在籍及び社

会保険の加入を確認できる資料は保管していない。」と回答し、申立期間当時

の事業主は死亡していることから、申立人の申立期間における勤務実態及び保

険料控除の状況について確認することができない。 

また、オンライン記録から、Ｆ社において申立期間に被保険者資格を有し、

連絡先が判明した複数の同僚に文書照会を行ったものの、申立人を記憶する者

はいなかった。 

さらに、上記同僚照会で回答のあった申立期間当時のＦ社の支配人は、「従

業員のうち半分程度はパートであり、パートの従業員は社会保険には加入して

いなかったと思う。」と陳述していることから、申立期間当時、同社は雇用形

態によっては従業員を社会保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

加えて、Ｆ社に係る上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険整

理番号に欠番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

申立期間③、⑦及び⑧について、申立人は、Ｃ社、Ｇ社及びＨ社にそれぞ

れ勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社、Ｇ社及びＨ社は、いずれも厚生

年金保険の適用事業所とはなっておらず、これら事業所の所在地を管轄する法

務局において商業登記の記録も確認できない。 

また、申立人は、Ｃ社、Ｇ社及びＨ社の事業主及び同僚等の氏名を記憶し

ておらず、これらの者から申立人の申立期間③、⑦及び⑧における勤務実態及

び保険料控除の状況について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧において、

事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる

事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10754 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

               

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年４月１日から 45年 10月 21日まで 

私は、昭和 41年６月 13日から 48年２月 18日まで、親族が経営するＡ社

に住み込みで勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が

無い。 

Ａ社の当時の事務担当者は、私が同社に継続して勤務していたことを陳述

してくれており、申立期間については、勤務していたことに間違いないので、

調査の上、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び同僚の陳述から、申立人は、申立期間において同社に勤務し

ていたことが推定できる。 

しかし、Ａ社は、｢申立人は、事業主の自宅を兼ねた社屋に住み込み、Ｂ業

務のほか、会社の業務に従事していたが、申立期間頃に一時期、事業主夫婦と

一緒に社屋から離れた場所に転居していた。この転居期間については、申立人

の業務は、会社の業務よりもＢ業務が中心であるとの認識から、厚生年金保険

には加入させていなかったと思う。｣旨回答している。 

また、Ａ社は、申立期間中の昭和 44 年９月１日にＣ健康保険組合に加入し

ているところ、同健康保険組合の加入記録から、申立人が被保険者資格を取得

した日は、同社における厚生年金保険被保険者資格の再取得日と同日の 45 年

10月 21日であることが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録から、申立人は、昭和 44年３月 31日に離職し

た後、45 年 10 月 21 日にＡ社において雇用保険に再加入していることが確認

でき、厚生年金保険の加入記録と一致している。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる資料及び周辺事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10755 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年１月８日から同年４月 25日まで 

             ② 昭和 61年 11月４日から 62年３月６日まで 

             ③ 平成２年９月 21日から同年 11月 10日まで 

             ④ 平成２年 11月 12日から同年 11月 25日まで 

Ａ市内にあるＢ社の支店で常勤の臨時職員として勤務していた申立期間

①、②、③及び④について、厚生年金保険の加入記録が無い。 

当該期間については、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、Ｂ

社が社会保険事務所（当時）への加入手続を誤ったと思う。調査の上、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びＢ社の提出の在職証明書から、申立人は、申立期間①、②、③及

び④において同社に在籍し、申立期間①及び②については産休臨時職員として、

申立期間③及び④については臨時職員として、それぞれＡ市所在の支店に勤務

していたことが認められる（申立期間①はＣ支店、申立期間②はＤ支店、申立

期間③及び④はＥ支店）。 

しかし、申立期間①及び②について、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳及

び社会保険事務に係る資料等は廃棄済みであるが、産休臨時職員については、

当時は勤務期間にかかわらず、厚生年金保険に加入させていなかったので、申

立人の給与から厚生年金保険料を控除することはなかったものと考えられ

る。」旨回答している。 

また、申立期間③及び④について、Ｂ社は、「申立期間当時の賃金台帳及び

社会保険事務に係る資料等は廃棄済みであるが、臨時職員については、当時も

現在も、勤務期間が当初から２か月未満の場合は、厚生年金保険に加入させて



いない。申立人についても、勤務期間がいずれも２か月未満となっていること

から、厚生年金保険に加入させておらず、申立人の給与から厚生年金保険料を

控除することはなかったものと考えられる。」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③及び④において、事業主により給与

から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる資料及び周辺事情

等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10756（事案 8419の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年４月１日から 48年４月１日まで 

私は、申立期間当時、高校生ではあったが、Ａ社で社会保険にも加入し、

一社会人として確立した生計を営んでいたにもかかわらず、年金記録確認第

三者委員会への前回の申立てに対し、給与から保険料を控除されていたこと

を確認できる資料が無いことを理由として、年金記録の訂正のあっせんを行

わないと判断したことに納得できない。 

私自身の戸籍謄本を提出するとともに、新たに思い出した当時の同僚の名

前を挙げるので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社Ｂ支店の申立期間当時の責任者の陳

述等から、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間において同社Ｂ支

店に勤務していたことが認められるが、ⅰ）申立人から同僚として名前の挙が

った４人のうち３人は、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に氏名

が見当たらないことから、同社では、申立期間当時、必ずしも全ての従業員を

厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえること、ⅱ）同社は、平

成６年４月１日に適用事業所ではなくなっており、社会保険事務を担当してい

たとされる申立期間当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の申立

期間における保険料控除の状況について確認することができないこと、ⅲ）上

記被保険者原票には、申立期間における健康保険整理番号に欠番が無く、同原

票の記録に不自然な点も見られないことから、申立人が申立期間において、事

業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事

情は見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づき、22 年 11 月 26 日付



けで年金記録の訂正のあっせんは必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人から提出された申立人自身の戸籍謄本の記録により、申立期間

のうち、昭和 45 年６月９日から 48 年３月 22 日までの期間については、申立

人がＡ社に住み込みで勤務していたことが推定できるものの、当委員会では、

前回申立てにおいて、既に申立人が同社に勤務していたことは認めており、委

員会の当初の決定を変更すべき事情とは認められない。 

また、申立人から申立期間当時の同僚として、新たに氏名が挙げられた５人

については、上記被保険者原票に、いずれも記録が見当たらない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 10757 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年３月 23日から同年４月 10日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、申

立期間に勤務し、厚生年金保険に加入していたのは間違いないので、申立期

間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社の総務課に勤務していた従業員二人は、いずれも、「申

立人が入社予定の昭和 34 年４月より前の同年３月に入社したのを覚えてい

る。」と陳述していることから判断すると、申立人が申立期間に同社に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、ⅰ）申立

人が昭和 34 年４月に入社したとしている同僚二人は、いずれも同年５月１日

に被保険者資格を取得していること、ⅱ）同社の取締役のうち、28 年４月に

入社したと陳述している取締役は、同年５月２日に被保険者資格を取得してい

ること、ⅲ）同社の取締役のうち、同年６月３日に雇用保険に加入している別

の取締役は、同年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、また、29

年２月８日に雇用保険に加入している別の取締役は、同年３月１日に厚生年金

保険被保険者資格を取得していることが確認できることから、同社では、申立

期間当時、全ての従業員を必ずしも採用後すぐには厚生年金保険に加入させて

いなかったことがうかがえる。 

また、Ａ社の申立期間当時の事業主及び経理課長並びに申立人が記憶してい

る総務部長は、いずれも既に死亡している上、現在の総務担当者は、「申立期

間当時の資料は保管しておらず、保険料控除は不明である。」と回答している



ことから、申立人の申立期間における保険料控除の状況を確認することはでき

ない。 

さらに、申立期間当時、Ａ社の役員であった６人に照会したところ、回答の

あった４人は、いずれも保険料控除については不明であると回答していること

から、申立人の申立期間における保険料控除について具体的な陳述を得ること

ができなかった。 

加えて、Ａ社に係る前述の被保険者名簿において申立人と同時期に入社して

いる元従業員のうち、所在が判明した６人に照会したところ、回答のあった２

人からは、申立人の申立期間における保険料控除についての具体的な陳述を得

ることができず、他の４人からは回答を得ることができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における保険料控除の状況を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10758 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月１日から 41年 11月１日まで 

厚生年金保険として受給している年金額が少ないことを以前から不信に

思い、年金事務所にも相談していたところ、平成 22年９月に脱退手当金の

受給を確認するはがきの送付を受けた。 

Ａ社における申立期間に係る脱退手当金が支給済みとのことであったが、

脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していないので、厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いと申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、被保険者

記録がある 23 人のうち、脱退手当金の受給要件を満たし、資格を喪失してい

る７人について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を

含め５人確認でき、そのうち４人が資格喪失後５か月以内に支給決定されてい

ることから、申立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がな

された可能性がうかがえる。 

また、Ａ社に係る上記被保険者名簿において、上記脱退手当金の受給記録が

ある申立人を含む全員の欄には、脱退手当金を支給したことを示す「脱」の表

示が確認できる上、脱退手当金支給額に計算上の誤りは無く、Ａ社において厚

生年金保険被保険者資格を喪失した日から約２か月後の昭和 41年 12月 22日

に支給決定されており、事務処理上の不自然さは見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに、脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前に有る被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申

立期間と未請求の期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は別番号で管理

されていることが確認できることから、当該一部未請求だけをもって不自然な

請求であるとまではいえない。 



大阪厚生年金 事案 10759（事案 4562の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月１日から 40年１月１日まで 

    Ａ社に勤務していた昭和 39年 11月１日から 40年１月１日までが厚生年

金保険の未加入期間となっており納得できないとして、年金記録確認第三者

委員会に申し立てたところ、39 年 11 月１日から同年 12 月１日までについ

ては被保険者期間として認められたが、申立期間については被保険者期間と

して認められない旨の回答があった。 

しかし、昭和 40 年１月＊日は、Ｂ事業所が株式会社に変更となった時期

であるが、39年 12月＊日まで私はＡ社で勤務し、保険料も毎月控除されて

いたので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

前回の申立てについては、ⅰ）申立期間当時の経理担当者の陳述から、申

立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことが推認できること、ⅱ）申

立期間のうち、昭和 39 年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間は、申立人

に係る資格喪失届が提出される前の期間であり、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたと考えられることなどから、申立人は、同

年 11 月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる等として、昭和 39 年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間の年金記

録を訂正する必要があるとの当委員会の決定に基づき、平成 21 年 10 月 30 日

付けで年金記録の訂正のあっせんを行うとする通知が行われている。 

今回、申立人は、昭和 39年 12月 31日まで継続してＡ社で勤務し、同年 12

月の保険料も控除されていたにもかかわらず、同年 12 月については記録を訂

正できないとした判断の根拠が同社の当時の役員の電話による陳述だけであ

ることが納得できないとして再申立てしている。 



しかしながら、申立期間当時、Ａ社及びＢ事業所（昭和 40年７月に法人化

しＣ社に名称変更）の双方の事業所において被保険者記録のある同僚に事情照

会したところ、申立人が名前を挙げた当時の経理担当者からは、「申立人は、

昭和 39年 12月には個人事業所であったＢ事業所において、複数の同僚と一緒

に、既に業務を行っていた。そして、Ａ社の残務整理は、私が一人で行ってい

た。前述の同個人事業所とＡ社の業務は同じもので、引き継がれて継続して行

われていた。」旨の陳述があり、他の同僚からも、これと符合する陳述が得ら

れた。 

このことについて、申立人は口頭意見陳述においては、「申立期間の給与

は新たに立ち上げた会社の代表者となった者から支給され、保険料も控除され

ていたはずである。」と陳述している。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、同社が昭

和 39 年 11月 29 日に適用事業所ではなくなった（以下「全喪」という。）と

する届（適用事業所全喪届）は、同年 12月３日に管轄社会保険事務所（当時）

において受付処理されており、当該全喪届に併せて、申立人ら 32 人の資格喪

失届も一緒に提出され、受付処理されていることが確認できる。 

また、申立人が新たに提出したＣ社発行の昭和 41年版発行物によると、申

立人がＡ社からＢ事業所に継続して勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｂ事業所は、昭和 40年１月１日に新たに個人事業所として

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となっていな

い期間に当たる。 

このように、申立期間は、Ａ社が全喪した後の適用事業所となっていない

期間に当たる上、新しく設立したＢ事業所も適用事業所となる前の期間に当た

る。 

また、申立人及び同僚がＢ事業所の当時の代表者であったとして名前を挙

げた者は、上記出版物において名前が確認できるものの、既に亡くなっており、

申立人の同事業所における保険料控除等について確認することができない。 

さらに、申立期間当時の経理担当者は、「自身は申立期間についてはＡ社

において同社の残務処理と新しく立ち上げたＢ事業所の総務及び経理をして

いた。給与は当時の代表者から支給されていたが、保険料控除については分か

らない。」旨陳述している。 

これらのことから、申立期間においてＡ社及びＢ事業所において保険料が

継続して控除されていたことを示す事情は見当たらず、そのほかに委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めるこ

とはできない。 



大阪厚生年金 事案 10760（事案 5740の再申立て）  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月 14日から 57年 10月１日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 45 年４月の創立以来、現在まで継続

して勤務しているのに、申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされており、

納得できないとして、年金記録確認第三者委員会に申し立てたところ、認め

られない旨の通知を受けた。 

上記第三者委員会の訂正不要の判断理由が、個人事業所の事業主と同居の

家族従業員については、原則として社会保険に加入できないとなっているが、

父親の会社に勤務していた昭和41年から51年の期間は厚生年金保険に加入

しており、矛盾を感じるので再度検討してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）同僚の陳述から、申立人は申立期間

においてＡ社に勤務していたことが推認できるものの、申立期間中の昭和 52

年 10月 14日から 55年７月 21日までの期間は、申立人に係る住所記録による

と、当時の事業主である申立人の妹及び前事業主であった申立人の父と同一住

所に居住していたことが確認できるところ、申立てに係る事業所のような個人

事業所の場合、事業主と同居している家族従業員については、原則として社会

保険に加入できない取扱いとされていることから、申立人が事業主と同居して

いた期間については、被保険者ではなかったと考えられること、ⅱ）同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は同社において昭和

51 年 10 月 14 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、健康保険被保険者証

を返納したことを示す「証返」の記載が確認でき、同名簿の記載内容に不自然

な点もうかがえない上、その時点においては事業主とは別に居住していたこと

が確認できること、ⅲ）Ｂ社は、「申立期間当時の担当者は死亡しているため、



申立人の申立期間に係る保険料控除及び保険料の納付は不明。」と回答してい

るほか、同社に係る上記被保険者名簿において、申立期間当時の健康保険の整

理番号に欠番は無く、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえないことなど

から、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年３月５日付けで年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、新たな資料等を提出することなく、「訂正不要の判断の理由が、

事業主と同居の家族従業員については、原則として社会保険に加入できないと

なっているが、父親の会社に勤務していた昭和 41年から 51年の期間は厚生年

金保険に加入しており、矛盾を感じるので、再度検討してほしい。」旨を主張

している。 

しかしながら、申立人の厚生年金保険被保険者記録が確認できる昭和 41 年

２月 25日から 42年３月１日までは、Ｃ社は法人となっており、個人事業所で

はない。 

また、昭和 43年３月１日から 45年４月１日までの期間及び同年４月１日か

ら 49 年３月１日までの期間に係るＤ社及びＡ社の事業主は申立人の父である

ところ、申立人及びその父に係る住所記録より、当該期間に申立人は、その父

と同一住所地に居住していなかったことが確認できる。 

一方、昭和 50年４月１日から 51年 10月 14日までの期間に係るＡ社の事業

主は、同年 10 月１日に申立人の父から申立人の妹に変更しているところ、上

記住所記録及びＡ社に係る上記被保険者名簿よると、申立人は 49 年５月 13

日からその妹と同一住所地に居住していることが確認できる。その後、申立人

は、事業主である申立人の妹の住所地が変更し、社名がＢ社に変更した後の

57年 10月１日付けで同社で被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、Ａ社に係る上記被保険者名簿によると、申立人は昭和 51 年 10 月 14

日に被保険者資格を喪失し、健康保険被保険者証を返納したことを示す「証返」

の記載が確認できる。申立人は個人事業所であるＡ社の事業主の同居親族であ

ることから、本来、厚生年金保険への加入資格はなかったと考えられるところ、

同社の事業主を申立人の父から申立人の妹に変更した時期と申立人の当該被

保険者資格喪失の時期がほぼ同じ時期であることから、事業主変更手続の際に、

申立人の誤った資格の取得の事実が明らかとなり、資格の喪失手続が行われた

ものと推認される。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10761 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月 31日から 60年１月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社（後のＢ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答

をもらった。同社には、昭和 55年３月から平成 10年に会社が倒産するまで

継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間にＡ社で勤務していたことが、雇用保険の加入記録及び同

僚の陳述から推認される。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を調査したところ、

申立期間当時に同社の被保険者であった９人のうち、申立人を含む４人が申立

人と同日の昭和 58年１月 31日付けで資格を喪失し、そのうちの３人は、２年

経過後の 60年１月 31日に再度、同社で資格を再取得していることが確認でき

る。 

また、上記被保険者名簿において申立期間当時に被保険者記録の有る元従業

員のうち連絡先の判明した８人に事情照会し、４人から回答を得られたものの、

上記被保険者期間の欠落の事情等についての陳述は得られず、申立人の申立期

間における保険料控除を推認できる陳述も得られなかった。 

さらに、Ｂ社は、平成９年 11 月１日に適用事業所ではなくなっており、事

業主は、「会社の書類等は、残っておらず、申立期間に係る事情についても不

明である。」旨回答している。 

加えて、申立人に係るＣ健康保険組合の記録は、資格取得日は昭和 60 年１

月 31日、資格喪失日は平成９年 11月１日となっており、Ａ社における申立人



の被保険者資格の再取得日及び再喪失日のオンライン記録と一致しており、申

立期間における被保険者記録は確認できない。 

なお、申立人は、「昭和 56年に生れた子が病気がちで、申立期間当時にＤ病

院で健康保険被保険者証を使って受診していたので、厚生年金保険の加入につ

いての傍証として調査してほしい。」旨陳述していることから、当該病院に確

認したものの、「当時の記録は、保存期限経過のため残っていない。」との回答

を得た。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除については、申立人に明確な

記憶がなく、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から同年 12月まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社に勤

務していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間にＢ業

務に従事し、同社の寮に住み込みで勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における事業主及び同僚の名前を覚えていないことか

ら、Ａ社に係るオンライン記録から申立期間に被保険者記録のある 15人を抽

出し、所在の判明した 12人に照会し、５人から回答を得られたところ、２人

の同僚は、「期間までは分からないが、申立人がＡ社に勤務していたことを覚

えている。」と陳述していることから、期間は特定できないものの、申立人の

同社における在職が推認できる。 

しかし、上記２人の同僚は、申立人の申立期間における保険料控除につい

てまでは分からないとしている。 

また、Ａ社の事業主は、「資料が無いため、申立人の勤務実態及び保険料控

除については不明であるが、申立期間当時は人の出入りが激しかったことか

ら、半年程度の試用期間を設けていた。また、給与手取り額を増やすために、

社会保険の加入を拒む者がいたことから、試用期間満了者には、加入希望の

有無を確認の上で加入させ、加入させない者から保険料控除はしなかった。」

旨陳述している。 

さらに、上記同僚照会で回答を得た５人のうち、３人の同僚は、「Ａ社にお

ける厚生年金保険の加入は希望制であり、必ずしも全ての従業員が厚生年金

保険に加入していたわけではなかった。」旨陳述し、そのうちの１人は、「自



身も入社後しばらくしてから厚生年金保険への加入の意思表示をして加入し

た。」旨陳述しており、上述の事業主の陳述とも符合することから、Ａ社は、

試用期間を満了した者に加入の希望を確認の上、厚生年金保険に加入させる

取扱いを行っていたことがうかがわれ、必ずしも全ての従業員が厚生年金保

険に加入していたわけではないことが推認される。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を見ると、申立期

間当時の健康保険の整理番号に欠番は無く、また、同原票の記載内容に不自

然な点もうかがえない。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記

録は無い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10763 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 53年３月まで 

私は、Ａ社Ｂ支店に昭和49年３月頃から53年３月頃まで勤務していたが、

年金事務所の記録では、当該期間が厚生年金保険の未加入期間とされている

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の同僚として名前をあげた者の回答内容から判断すると、

期間は特定できないものの、申立人は、Ａ社Ｂ支店に勤務していたことが推認

できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 58 年７月６日に厚生年金保険の適用事業所となって

おり、同社は、申立期間において適用事業所とはなっていない上、申立人が申

立期間の同僚として名前を挙げた５人は、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿から、同社が適用事業所となった日に被保険者資格を取得している

ことが確認できる。 

また、オンライン記録から、当該同僚５人は、申立期間を含み、Ａ社が適用

事業所となった昭和 58 年７月６日まで国民年金に加入し、一部未納期間があ

る１人を除く４人の国民年金加入期間の保険料が全て納付済みであることが

確認できる。 

さらに、Ａ社に係る上記被保険者名簿から、同社が適用事業所となった昭和

58 年７月６日と同日に被保険者資格を取得していることが確認でき、同社Ｂ

支店に勤務していたとする者を含む上記同僚とは別の３人は、「Ａ社には、資

格取得日以前から勤務していた。」旨陳述している上、うち１人は、「厚生年金

保険に加入するまでの期間の給与から保険料は控除されていなかったと思

う。」旨陳述しているほか、オンライン記録から、残りの２人は、36年４月１



日から 58 年７月６日まで国民年金に加入し、国民年金加入期間の保険料が全

て納付済み又は一部期間の保険料が申請免除されていることが確認できる。 

加えて、Ａ社は、平成２年７月１日に適用事業所ではなくなっており、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除の状況等について確認できない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、オン

ライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、

申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10764 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年２月 16日から 40年３月 21日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間に係る脱退手当金

が支給済みとなっている。 

しかし、私は、脱退手当金を請求しておらず、受給していないので、申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していないと

している。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と

同一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たして資格を喪失した女性 22

人（申立人を含む）について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給

者は 16人であり、うち 15人が資格喪失後約４か月以内に支給決定されている

ことが確認できる上、同一支給日の受給者が散見されることを踏まえると、申

立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が

うかがえる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、Ａ社で

の申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和 40 年７

月２日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶がないというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10765 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月１日から 40年 12月 31日まで 

             ② 昭和 41年２月１日から 42年 11月 26日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社及びＢ社に勤務した期間に係る脱退手当

金が支給済みとなっている。 

しかし、脱退手当金が支給されたという時期は、私が子を出産する直前で

あり、脱退手当金の請求手続及び受領ができるはずはなく、私は、脱退手当

金の請求も受給もしていないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、脱退手当金が支給されたという時期は、子を出産する直前であり、

脱退手当金の請求手続及び受領ができるはずはなく、申立期間に係る脱退手当

金の請求も受給もしていないとしている。 

しかしながら、申立期間に係る脱退手当金裁定請求書を見ると、住所欄には

申立人の婚姻後の住所地が記載されている上、申立期間に係る脱退手当金は、

当該裁定請求書に記載された申立人の当時の住所地に近い郵便局での隔地払

（通知払）となっていることが確認できることから、申立人の脱退手当金の支

給通知書は、申立人の当時の住所地宛に送付され、当該郵便局で脱退手当金が

受領されたと考えるのが自然である。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄には、脱退

手当金が支給されたことを示す「脱」の表示が記されている上、申立期間に係

る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りが無いなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10766 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 11月１日から同年 12月１日まで 

私は、昭和 33 年 11 月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に臨時社員として採

用され、同社Ｃ支店に配属されたが、年金事務所の記録では、同社Ｃ支店で

の厚生年金保険被保険者資格の取得日が同年 12 月１日となっているので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社提出の「在籍証明書」から、申立人は、申立期

間において同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の資料等は残存しないので、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険料の控除の状況等は不明である。」旨回答している。 

また、Ａ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、昭和 33

年 11月１日、同年 12月１日、34年１月１日、同年１月 10日及び同年１月 12

日に被保険者資格を取得していることが確認できる同僚 36 人（Ａ社の別の事

業所からの異動者を除く）のうち、雇用保険の加入記録が確認できた 10人は、

申立人と同様に雇用保険の資格取得日の属する月の翌月に厚生年金保険の被

保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、上記 10人のうち１人は、「私は、昭和 33年 12月中頃からＡ社Ｃ

支店に臨時社員として勤務し、６か月の臨時社員期間終了後に一旦退社したが、

34 年７月に臨時社員として同社Ｃ支店に再入社した後、本採用となり定年ま

で勤務した。私の同社Ｃ支店での被保険者資格の取得日は、２回とも入社月の

翌月１日付けとなっており、厚生年金保険の未加入期間となっている入社月の

保険料が控除されていたかどうかは分からない。」旨陳述しているほか、上記

10 人のうち所在が確認できた別の同僚７人を含む複数の同僚に照会したもの



の、申立人の申立期間に係る保険料の控除の状況について確認できる陳述を得

ることはできなかった。 

加えて、Ａ社Ｃ支店に係る上記被保険者名簿には、申立期間における健康保

険の整理番号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、同名簿

の記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 10767 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 37年３月１日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間が厚生年金保険の未

加入期間となっているが、申立期間に同社で一緒に勤務していた妻は、当該

期間に厚生年金保険に加入している上、私と同じように同社に住み込みで勤

務していた同僚にも、厚生年金保険の加入記録があるので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名が確認できる複数の

同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期間において同社に勤務してい

たことが推認できる。 

しかし、申立人が、Ａ社での厚生年金保険の加入記録がある住み込み勤務の

同僚として名前を挙げた者は、「Ａ社には、中学校卒業後の昭和 35 年４月頃

から住み込みで勤務していた。」旨陳述しているところ、同社に係る上記被保

険者名簿から、当該同僚は、入社から３年以上経過後に被保険者資格を取得

していることが確認できる。 

また、申立人及びＡ社に係る上記被保険者名簿に氏名が確認できる複数の同

僚が、申立期間に一緒に勤務した住み込みの男性同僚として名前を挙げた者

の中には、同名簿に氏名が確認できない者及び申立期間後に被保険者資格を

取得している者が複数名確認できることから、申立期間当時の同社では、必

ずしも住み込み勤務の男性従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけ

ではなく、加入させる場合でも、入社後すぐに加入させる取扱いではなかっ

たことがうかがえる。 

さらに、Ａ社の事業主と内縁関係にあったとする者は、「厚生年金保険の被



保険者資格の取得の要否及び取得時期等は、事業主が全て決めていたと思う。

また、同社では、給与明細書は作成していなかった記憶があるし、申立人に

係る厚生年金保険料の控除の状況等は分からない。」旨陳述している上、同社

は、昭和 40年１月１日に適用事業所ではなくなっており、事業主は、既に死

亡しているため、申立人に係る厚生年金保険料の控除の状況等について確認

できない。 

加えて、Ａ社に係る上記被保険者名簿には、申立期間における健康保険の整

理番号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、同名簿の記

録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、オ

ンライン記録において申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、

申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10768（事案 2605の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年７月７日から 36年６月 12日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

そこで、申立期間について年金記録確認第三者委員会に年金記録の訂正を

申し立てたが、当該期間の厚生年金保険料控除を確認できないなどとして、

申立ては認められなかった。 

今回、特段の新たな事情はないが、申立期間にＡ社で勤務していたことは

間違いないので、再度申立てを行う。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、ⅰ）申立期間のうち、昭和 35年８月 11日から 36年

２月 26 日までの期間については、Ａ社とは別のＢ社において厚生年金保険被

保険者記録が確認できること、ⅱ）同社の事業を承継するＣ社から提出された

申立人に係る労働者名簿の職歴欄において、申立人がＡ社で勤務した期間は、

申立期間のうち、35 年７月及び同年８月と記載されていること、ⅲ）36 年２

月から同年５月までの期間に同社において被保険者記録が有る元従業員のう

ち所在が判明し聴取することができた二人は、いずれも、「申立人を知らない。」

と陳述していること、ⅳ）同社の事業を継承するＤ社は、申立期間当時の資料

を保管していないため、同社から、申立人の勤務実態及び保険料控除の状況を

確認できないこと、ⅴ）Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間に健康保険整理番号の欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も

見られないことなどから、申立人の主張は認められないとして、既に当委員会

の決定に基づき、平成 20年 12月 12日付けで年金記録の訂正は必要でないと



する通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと

改めて主張している。 

しかし、再申立てに当たり、申立人から、特段の新たな事情は示されていな

いため、申立人の申立期間における保険料控除の状況を確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10769 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成３年 12月 31日から４年１月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、平成

３年 12月 31日まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社で継続して勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

しかし、Ａ社発行の申立人に係る在職・退職証明書及び健康保険厚生年金

保険被保険者資格喪失確認通知書を見ると、申立人の退職日は、平成３年 12

月 30日と記載されている。 

また、当該資格喪失確認通知書に記載されている資格喪失日は平成３年 12

月 31日であり、オンライン記録と一致している。 

さらに、Ａ社提出の申立人に係る平成３年及び４年分の源泉徴収簿を見る

と、３年１月支払の給与における保険料控除額は、２年 12月まで適用されて

いた保険料率（平成３年１月に保険料率が改正）に基づき計算されているこ

とから、同社における保険料の控除方法は翌月控除であることがうかがえる

ところ、申立人が資格を喪失した同年 12月に支払われた給与からは、１か月

分の保険料しか控除されていないことから、申立期間に係る保険料が控除さ

れていた状況はうかがえない（平成４年１月支払の給与において、保険料控

除額の記載は無い。）。 

加えて、Ａ社は、「当事業所では、給与は、毎月 15日締めの当月 25日払い

であり、厚生年金保険料の控除方法は翌月控除である。当該源泉徴収簿のと



おり、申立人の給与から平成３年 12 月の保険料を控除していない。」と陳述

している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 10770 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 18年１月から 19年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和

18 年１月から勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、時期は特定できないものの、申立人が申立期間の一部にお

いて、Ａ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 20 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、元事業主は所在不明であるため、同社等から、申立人の申立期間における

勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

また、申立人は、Ａ社に昭和 18年＊月（申立人の当時の年齢は、満 13歳）

に入社した旨を陳述しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿を見ると、同社が適用事業所となった 17 年６月１日から申立人が資格

を取得した 19年９月１日までの期間に、14歳未満で資格を取得している者は

いないことから、申立期間当時、同社では、従業員を満 14 歳となってから厚

生年金保険（当時は労働者年金保険）に加入させていたことがうかがえる。 

さらに、昭和 19年＊月からＡ社で勤務したとする同僚（入社当時は、満 14

歳）は、入社後９か月経過して資格を取得していることから、申立期間当時、

同社では、必ずしも従業員全員を採用後すぐに厚生年金保険に加入させていた

わけではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


